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本庄市行政改革大綱実施計画進捗状況報告書について 

 
 

 市では、健全で効率的な行財政運営確立のための基本方針として、平成１９年

３月に「本庄市行政改革大綱」を策定いたしました。また、大綱に基づき実施

していく改革項目について、具体的な取組目標を示した「本庄市行政改革大綱

実施計画」を策定し、目標達成に向けて全職員が一丸となって取り組んでおり

ます。 

 本報告書については、平成２０年４月からの１年間の進捗状況や取組効果等

を行政改革大綱実施計画シートごとに、取り組みの主担当課が進捗状況表を作

成し調整したものを、本庄市行政改革推進本部及び庁議に諮り、取りまとめた

ものです。なお、行政改革大綱実施計画シートに位置づけた取組目標のうち、

策定時からの状況の変化や進捗状況により、見直しを要するもの及び目標の数

値化等が図られるものについては、必要に応じて設定・修正・追加・削除を行

っています。取組目標の修正等については、定期的に１０月と４月の年に２回

の見直しを実施することとしています。 

 行政改革を推進するために、実施計画について、『計画策定（Plan）⇒実施（Do）

⇒検証・評価（Check）⇒見直し（Action）』のマネジメントサイクルに基づき、

不断の点検を行うとともに、大綱及び実施計画の進捗状況と成果を広報紙やホ

ームページにより、わかりやすい形で広く公表することとなっています。 

 

 

 

 



■ 行 政 改 革 大 綱 体 系 図 
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シート No. 

市民との協働による 
まちづくりの推進

効率的・効果的な 
行政経営の推進

自主性･自立性の高い
財政運営の確立

時代に即した 
組織改革と人材育成 

市民参加と協働に向けた環境づくり 

公正で透明性の高い行政経営の推進 

事務事業の見直し

民間委託等の推進

公共施設等の見直しと適正管理

電子自治体の推進

財政構造の見直し

自主財源の確保

歳出の節減合理化

外郭団体等の見直し 

地方公営企業の健全化 

組織ă機構の見直し

適正な人事管理

職員の意識改革と人材育成

重点目標 目標達成のための施策



目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

計画策定における市民参加

① 審議会等の活性化

平　成　２０　年　度

取組実績

　公募委員の積極的登用については、附属機関及び附属機関に準じる機関である審議会
や委員会を設置する場合は、「本庄市審議会等の設置及び運営に関する要綱」及び「本庄
市審議会等の委員公募実施要綱」に基づき、委員の公募を積極的に実施するとともに、女
性委員の積極的登用を図るように、平成２０年４月にグループウエア（電子情報をパソコン
同士で共有化し、事務の効率化を図るための仕組み）を利用して、職員へ周知しました。さ
らに、平成２１年３月には、審議会等の内容・設置の必要性について検討し、見直しが必要
なものについては、企画課と協議するようグループウエアを利用して、職員へ周知しまし
た。

　審議会等における女性委員の割合（※）の増加については、人権推進課男女共同参画係
で事務処理しているため、主担当課に人権推進課を追加します。
　人権推進課では、平成２０年１０月に「本庄市男女共同参画プラン」を策定し、審議会等に
おける女性委員の割合の増加について項目を設け、取り組みました。さらに、そのプランの
ダイジェスト版を平成２１年３月に発行し 広く市民へ理解を求めたところですダイジェスト版を平成２１年３月に発行し、広く市民へ理解を求めたところです。

 　平成１９年度末の女性委員の割合１６．３％に対して、平成２０年度末の割合は１７％で、
０．７ポイントの上昇にとどまりました。取組目標の２２．０％に対しては、大きく乖離していま
すので、平成２１年度以降については、審議会等の所管課に対して、積極的に働きかけて
いきます。
　
※　法律・条例で設置されている附属機関の委員総数のうちの女性委員の占める割合

財政効果額
取組効果

　市の基本的な政策や計画などの策定にあたり、より多くの市民から意見をいただくことに
より、市民の市政への参画を促進し、市民との協働によるまちづくりを推進します。また、審
議会等における女性委員の割合を高めることにより、審議会等の活性化を図るとともに、男
女共同参画社会の実現に寄与します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●公募委員の積
極的登用
●女性委員の登
用率
１９．８％

同左

●女性委員の割
合
２２．０％

同左

●女性委員の割
合
２４．０％

同左

●女性委員の割
合
２６．０％

同左

●女性委員の割
合
２８．０％

主担当課 企画課・人権推進課 シートＮｏ． 1
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

　パブリックコメントとは、意見公募制度とも言われ、市が計画等を策定するときに、その案
を市民のみなさまに公表して、その案に対する意見を提出していただき、寄せられた意見を
考慮して、最終的に市が計画等を意思決定するとともに、寄せられた意見等に関する市の
考え方を合わせて公表する一連の手続きをいうものです。

　本庄市では、「本庄市パブリックコメント実施要綱」を定めるとともに、グループウエアを利
用して、職員への周知及び指導を推進しています。

　公表方法としては、市のホームページにより、「現在募集している案件」・「募集が終了した
案件」に区分し、それぞれ一覧表で見やすく掲載するとともに、「本庄市パブリックコメント実
施要綱」の考え方なども掲載しています。また、意見募集終了後についても、「募集を終了
した案件」として １年間ホームページに掲載しています

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

平　成　20　年　度

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

計画策定における市民参加

② パブリックコメント制度の推進

した案件」として、１年間ホームページに掲載しています。
　市のホームページを利用した公表のほかに、本庁、児玉総合支所、中央公民館、図書館
及び図書館児玉分館に冊子を備え置いて、閲覧していただいて、同様に意見募集をしてい
ます。

　平成２０年度のパブリックコメントの実施件数は、「本庄市男女共同参画プラン （案）」など
合計３件でした。

財政効果額
取組効果

　市の政策等の策定過程において、市民から意見を提出してもらうなど市民の「市政への
参画機会」を提供するとともに、それらの意見を市政に反映しながら、市民との協働のまち
づくりを推進します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●パブリックコメ
ント制度の職員
への周知・指導
●公表する情報
をわかりやすくす
る

同左 同左 同左 同左

主担当課 企画課・行政管理課 シートＮｏ． 1
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 塙保己一先生の遺徳顕彰事業の質的拡充

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域資源などの活用・市民との協働

平　成　２０　年　度

取組実績

　　「総検校塙保己一先生遺徳顕彰会」は、平成１９年７月２６日に設立されました。
　平成２０年度の総会では、平成１９年度の事業報告や決算報告の後、平成２０年度事業
計画や予算が決定されました。また、特別事業積立金として、商工会議所より寄附を受け
た１５０万円と顕彰会の１００万円を基にし、今後の寄付金を積み立てて、銅像建立費用の
一部とすることが決まりました。
　遺徳顕彰事業については、事業委員が企画・立案し、役員会を経て総会で議決されて事
業決定されますが、この事業計画に基づき、顕彰祭、バス研修、会報誌の発行（年２回）や
啓発事業を実施し、埼玉県塙保己一賞表彰式（市が共催）を支援します。
　平成２０年度の主な事業としては、５月２４日の総会（紙芝居上演）、９月１２日の顕彰祭
（命日に献花・講演会）、１２月２０日の埼玉県塙保己一賞表彰式（表彰と木下航志コンサー
ト）への支援です。

遺徳顕彰会の会費収入が増加すれば 事業費に多くの予算を充てられることとなり 遺

平成２３年度

同左

●会員目標
個人会員1,100人
賛助会員 35団体

同左

●会員目標
個人会員1,100人
賛助会員 40団体

同左

●会員目標
個人会員1,100人
賛助会員 40団体

同左

●会員目標
個人会員1,100人
賛助会員 40団体

　遺徳顕彰会の会費収入が増加すれば、事業費に多くの予算を充てられることとなり、遺
徳顕彰事業の質的拡充に繋がりますが、設立２年目で会員は伸び悩んでいます。
　平成２１年３月３１日現在で個人会員（１口千円）は７４１人（１０４８口）、賛助会員（団体１
口1万円）は４３団体（４７口）です。
　今まで、市広報紙やホームページで入会を呼びかけ、各施設に顕彰会の募集用紙を配
置し、各種団体の会合時に募集用紙を配って依頼し、既存会員の継続依頼や新規会員の
募集をしていますが、昨今の経済情勢を考えると大幅な会員増は難しい状況です。

財政効果額
取組効果

　　「総検校塙保己一先生遺徳顕彰会」の設立により、総検校塙保己一先生遺徳顕彰事業
の大部分が顕彰会の主体的事業となり、市は側面的な支援に徹することを目標としていま
すが、当分の間は、事務局として相当な労力が必要になると思います。
　経費的には、平成１９年度は会費収入により経常的な経費は賄えましたが、平成２０年度
の会費収入は１，５１８千円で、平成１９年度対比８８．６％となり、予算額より１８万２千円不
足し、結果的に事業費の一部を節減しました。
　平成２０年度総会で銅像建立の方向性が決定され、特別事業積立金を作りました。積立
金の現在高は２，５０１，８７３円です。

主担当課 生涯学習課 シートＮｏ． 2

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

●遺徳顕彰会の
設立及び顕彰事
業の実施
●会員目標
個人会員1,000人
賛助会員 30団体
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

　本庄地域・児玉地域には、夏と秋に祭りが行われています。特に、本庄地区の祭りは、ゴ
ミ問題についての苦情が町内から大変多く寄せられていました。この状況を解決するため
に、ＪＴたばこ産業に「拾えば街が好きになる運動」を依頼し、祭りの一つのイベントとして取
り組み、祭りの見物人等にゴミ拾いキットを手渡し、ボランティアでゴミ拾いに参加してもら
いました。
　また、市内のたばこ組合や一般廃棄物連合会、本庄塵芥業者協会等の民間団体につい
ても、この運動にボランティアで参加してもらいました。

　一方、児玉地区では、民間団体が実施主体として小山川堰堤に植えた桜の樹姿が整い、
本庄市との合併を機に”こだま千本桜まつり”として、商工会や各種団体の協力を得て、新
たなまつりとして実施してきました

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民と協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域資源などの活用・市民との協働

② 民間協力によるお祭りや桜めぐりなどの観光資源を生かした事業実施

平　成　２０　年　度

たなまつりとして実施してきました。

　観光協会の法人化については、ＮＰＯ法人の取得に向けて検討を進めてきましたが、初
期投資や継続的な経費にかなりの負担が見込まれること、法人としての民間資金の確保
が難しいことから、取組目標を修正しました。

財政効果額
取組効果

　「拾えば街が好きになる運動」を採り入れたことにより、２日間で、ボランティアのゴミ拾い
に参加してくれた人は１２００人、イベントに参加してくれた団体の人数は３２人でした。拾っ
たごみの量は、可燃ごみで１２４０キロ、不燃ごみで１４０キロでした。市民との協働により、
ゴミのない、きれいな祭りが開催でき、民間協力によるお祭りの実施に繋がりました。
　また、こだま千本桜まつりは、新たな観光資源として、まちの活性化に繋がっています。

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●観光協会法人
化の検討
●観光資源の整
備

同左
[修正]　　   H21.4
同左

[修正]　　   H21.4
●観光協会の法
人化
●観光協会を主
体とした事業実施
●観光資源の整
備

[修正]　　   H21.4
●観光協会を主
体とした事業実施
●観光資源の整
備

主担当課 商工課 シートＮｏ． 2

取組目標
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域資源などの活用・市民との協働

③ 公園管理における住民参加

平　成　20　年　度

取組実績

［公園愛護活動の推進］

　住民と協働で公園管理を行っていくために、公園愛護会の育成と拡充に積極的に取り組
んでいます。
　現在、各地域の自治会や老人会、有志団体等からなる計３８団体が公園愛護会として除
草や清掃、植栽から公園でのレクリエーション活動まで多岐にわたる活動を展開しており、
これらの活動を通して公園施設の維持管理へのサポートはもとより、利用する子供達への
見守りという安全・安心面においても非常に重要な役目を果たしています。
　
　既存の愛護団体については、市や公園指定管理者、並びに各愛護団体同士が意見を取
り交わし、活動内容などを共有することを目的に、年に１度、愛護会全体会議を開催してい
ます。実際の活動実施にあたっては、各愛護会の自主性や積極性を尊重し、愛護会が取り
組む活動については愛護会に任せ 市や指定管理者はそのフォロ 及びそれ以外の管理

主担当課 都市計画課 シートＮｏ． 3

組む活動については愛護会に任せ、市や指定管理者はそのフォロー及びそれ以外の管理
業務を行うという体制を作り、愛護会がスムーズに活動を行えるよう努めています。
　
　平成２０年度は、愛護会会員の高齢化ややむを得ない事情から２団体が退会しました。そ
の後児玉地域に３団体が新たに発足し活動を開始しました。今後も、愛護会が組織されて
いない公園や新規に開設をする公園については、地元の自治会や地域の各団体等に直接
公園愛護会の趣旨を説明し、活動への参加を働きかけていきます。

財政効果額
取組効果

　愛護会活動を通して公園管理に住民が積極的に関わることによって、地域に見守られた
より安全な公園となることに加え、参加者同士のコミュニケーションが活性化することで、ひ
いては地域コミュニティの醸成といった効果も期待され、市民と協働の安全安心なまちづく
りの推進にもなると考えられます。なお、公園愛護会活動に対しては、対象となる公園の面
積に応じて、報奨金が交付され、コンセプトをもった花壇づくりや親善グラウンドゴルフ大会
の開催等、地域ごとに特色ある活動が展開されています。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●公園愛護会組
織の育成・拡充
●公園愛護会目
標数　３６団体

同左

●公園愛護会目
標数　３７団体

同左

●公園愛護会目
標数　３８団体

同左

●公園愛護会目
標数　３９団体

同左

●公園愛護会目
標数　４０団体
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目標

施策

実施項目

内　　容

　防犯ボランティアは、犯罪の発生を未然に防ぐための自主的な活動を行う組織で、本庄
地域の自治会を中心として組織され始めたものです。防犯活動の促進を図り、安全安心な
まちづくりに寄与しています。年間を通して、市の広報紙やホームページを活用して、ボラン
ティア団体の加入受付を実施し、加入団体数は平成２１年３月末現在で５６団体のため、目
標の６０団体には及びませんでした。今後は、未加入の各自治会等に呼びかけを行い、目
標を達成していきたいと考えています。

　さらに、児玉地域を中心に防犯ボランティア団体の増加を図るために、児玉地域自治会
における各会議において、防犯ボランティアへの参加依頼を実施しました。また、各種団体
についても、防犯ボランティア団体への加入の呼びかけを継続しました。平成２０年度の活
動としては、４月に防犯ボランティア団体の総会を実施し、総会終了後、本庄警察署及び埼
玉県防犯推進室による防犯研修会を行いました。市内の犯罪発生状況の説明や防犯活動

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

地域資源などの活用・市民との協働

④ 防犯ボランティアの拡充

平　成　20　年　度

取組実績

●児玉地域にお
ける防犯ボラン
ティアの強化
●防犯ボランティ
ア組織数５１団体

同左

●防犯ボランティ
ア組織数６０団体

同左

●防犯ボランティ
ア組織数６９団体

同左

●防犯ボランティ
ア組織数７８団体

同左

●防犯ボランティ
ア組織数８７団体

県防犯推進室による防犯研修会を行 ました。市内の犯罪発生状況の説明や防犯活動
を実施するうえでの注意点などの研修内容でした。

　このほか、団体代表者を対象とした安全安心まちづくり研修会を２月に実施しました。各
防犯ボランティア団体においては、自治会での防犯たすきリレーや他団体での児童見守り
活動の実施など様々な活動を実施しました。このような防犯活動を実施している団体に対
して、防犯ベストや啓発品等を配布して、地域の安全を図っています。

平成２１年度

財政効果額
取組効果

　平成２０年度の市内犯罪発生認知件数については、前年度比０．５５％減少し、防犯ボラ
ンティアの活動が犯罪発生認知件数の減少に繋がっています。

平成１９年度

主担当課 まちづくり課 シートＮｏ． 3

平成２２年度 平成２３年度

取組目標

平成２０年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

早稲田大学との包括的な相互連携

① 早稲田大学との包括的な相互連携

平　成　20　年　度

取組実績

　早稲田大学との包括協定に基づき相互連携を実施しました。

○文化活動に関する取り組み
　１１月１日、本庄市民文化会館で「本庄早稲田能」を共催。また、「映像を活かしたまちづく
り」展示会、学生による地域制作映画への協力等文化活動における協働による取り組みを
行いました。

○環境教育・水生生物の共同調査
　６月と１１月の２回、市内を流れる小山川と元小山川で藤田小学校の５・６年生を対象に、
早稲田大学の榊原研究室をはじめ埼玉県等と共同で調査・教育を実施。また、市内小学校
を対象に環境エネルギー研究科学生等が講師となり環境授業を実施しました。

○留学生による国際理解授業
　１１～１月の間に、市内の小中学校３校で、早稲田大学大学院の留学生と各国の文化の月 間 、市 中学校 校 、早稲 大学大学院 留学 各国 文
紹介等を通じて交流を深める取り組みを実施しました。

○職員研修
　１１～１２月にかけて全４回に亘り、本庄市役所にて、市職員の人材育成を図るため早稲
田大学社会連携推進室に委託し、政策立案研修を実施しました。

○その他
　市の各種計画の委員や女性大学などの講師としての参加など、基本協定書の各項目に
おける事業を展開しました。

平成２３年度

基本協定書の各
項目の推進

同左 同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　　社会連携推進室による研修を通じて職員の能力の向上が図られるとともに、より多くの
職員が早稲田大学との連携について理解を深め、それぞれの職種や特性を生かした幅広
い分野での連携が期待できます。また、より多くの教員や学生が市との関係を深めることに
より、本庄市を研究テーマに選定するなど地域に根ざした研究が展開されています。さら
に、各種シンポジウムやイベントなどを通して市民の理解が深まり、文化や環境への関心
が高まるなど、地域と大学との連携によるまちづくりの推進が図られました。

主担当課 企画課 シートＮｏ． 4

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域と市長の情報交換

① 市民と市長との対話集会の実施

平　成　２０　年　度

取組実績

　市長自らが本庄市の行財政状況などについて、市民に詳しく説明し、市の現状、課題、政
策等の市政運営についての意見交換を行ないました。
　平成１９年度までは、自治会を中心に開催依頼していましたが、平成２０年度からは従来
のやり方に加え、広報ほんじょう（８月号）で市内の各分野で活動する団体・グループを募
り、対話を希望するグループとの話し合いを行いました。
　小学校ＰＴＡや公民館利用者団体、農業団体、ボランティアグループ等の８つの団体と「市
民と市長の対話集会」を実施し、総数２１２名の参加がありました。

　開催日時は、団体の希望にあわせ、夜間や土・日にも行いました。市長と担当職員２名が
同行するほか、場合によっては、あらかじめ団体の話し合いの内容の希望に合わせ、その
担当部長も参加しました。子育て支援や学校教育の充実など、具体的な目的を持って活動担当部長も参加しました。子育て支援や学校教育の充実など、具体的な目的を持 て活動
しているグループとの話し合いでは、担当職員を同席させることにより、よりきめ細かい話し
合いができ、住民との協働を進めることに役立ちました。

　なお、市民から寄せられた意見・要望などについては、各部署へ対応をお願いしていま
す。

財政効果額
取組効果

　市民との対話集会を実施することにより、市民の市政への関心が深まり、市民と行政との
情報の共有化が図られるとともに、市民との協働によるまちづくりに貢献できました。また、
市民から寄せられた意見や提言を今後の事業推進に活かしていきます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

本庄地区４９自治
会を対象に開催

※他にＰＴＡやボ
ランティアグルー
プなど団体とも開
催

市内小中学校ＰＴ
Ａや各公民館利
用者団体などを対
象に開催

同左 児玉地区３６自治
会を対象に開催

※他にＰＴＡやボ
ランティアグルー
プなど団体とも開
催

本庄地区４９自治
会を対象に開催

※同左

主担当課 秘書広報課 シートＮｏ． 5
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域と市長の情報交換

② 市長の地元企業訪問

平　成　２０　年　度

取組実績

　児玉工業団地工業会の交流会等での情報収集や企業誘致・企業拡張等の情報を捉える
とともに、地域の発展や地域への貢献を積極的に進めている地元企業をあらいだしまし
た。また、本庄商工会議所と連携を図るなどして、企業訪問や企業からの来庁の計画を立
てました。
　
　平成２０年度においては、児玉工業団地内の企業訪問を実施するとともに、数社の企業
来庁を実施しました。来年度以降も、企業や本庄商工会議所・児玉商工会などとの連携を来庁を実施しました。来年度以降も、企業や本庄商 会議所 児 商 会などとの連携を
図りながら、企業訪問をより充実していきます。

財政効果額
取組効果

　企業と市長が情報交換を行うことにより、市としては、地元経済や雇用状況等を把握する
とともに、市の課題や市として実施すべき内容が見えてきます。また、企業としては、行政
の現状を把握するとともに、市民ニーズ等の把握にも繋がります。情報交換等を継続する
ことにより、地域社会の発展に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●企業訪問の方
法を検討
●企業の選択・
訪問実施

●企業の選択・
訪問実施

同左 同左 同左

主担当課 秘書広報課・産業開発室・商工課 シートＮｏ． 5
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

市民参加と協働に向けた環境づくり

地域と市長の情報交換

③ 市長への手紙の充実

平　成　20　年　度

取組実績

　「市長への手紙」事業は、市民からの市政に対する意見や提案を手紙やメールでいただ
き、公式な回答を作成し、市政運営やまちづくりに反映していく制度です。この制度の特長
は、寄せられた手紙すべてに市長自らがはじめに目を通し、担当課に調査・検討を指示す
ることです。

　今年度は７月1日号の「広報ほんじょう」において、「市長への手紙」専用紙を挟みこみ、送
信方法等をくわしく掲載しました。また、メールやファックス等他の方法でも随時受け付けま
した。　なお、公開可能なものについては、回答の済んだものからプライバシーに配慮した
上、市のホームページで公開しました。

　平成２０年度は、手紙（ＦＡＸ含む）によるものが１３１通、インターネットによるものが１５３
通、合計２８４通が寄せられました。そのうち、匿名のものや回答を希望しないもの、急を要
する等の判断で担当課が対応した結果、改めての回答はいらない旨の了解を得たもの等
を除く１６１通について回答しました。また、回答したもののうち本人の同意があるもの１１５を除 通 回答 。 、回答 も う 本 同意 あるも
件については、市ホームページ「市長への手紙」サイトで公開し、情報の共有化に努めまし
た。

　この制度については、広報でお知らせするほか、常時、市内の公共施設等に手紙の用紙
を用意し、投稿数の増加に努めましたが、繰り返し投稿してくださる人がいる半面、まだま
だ周知不足、あるいは投稿しにくい面もあると思われます。今後は、市政に対する大きな問
題だけでなく、小さな問題でもためらわず提案していただけるよう、広報で、Ｑ＆Ａを掲載す
る回数を増やしたり、その他の周知方法を工夫するなどして、ＰＲに努めます。

財政効果額
取組効果

　市民から市政に対しての意見や提案を手紙やメールでいただき、公式な回答をすること
により、市民の声を市政運営やまちづくりに反映することができます。市政への関心が深ま
ることにより、市民の市政への参画が促進されます。また、回答をインターネットで公開する
ことにより、市民と情報を共有することができ、協働のまちづくりに寄与します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 秘書広報課 シートＮｏ． 6

●周知・実施方
法などの変更に
より充実を図る
●「市長への手
紙」投稿数４７０
通

同左

●「市長への手
紙」投稿数５１５
通

同左

●「市長への手
紙」投稿数５６０
通

同左

●「市長への手
紙」投稿数６０５
通

同左

●「市長への手
紙」投稿数６５０
通
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 広報手段と内容の充実

平　成　２０　年　度

取組実績

　広報紙として、毎月１日に「広報ほんじょう」を、１５日に「広報ほんじょうお知らせ版」を発
行しました。紙面の構成や内容を工夫し、見やすく読みやすい広報紙づくりに努めました。
　ホームページについては、各課からの要請により見直しを図り、最新の情報を提供できる
よう努めました。また、１０月から、より多くの情報を提供し、かつ、その迅速化を図るため
に、一部のサイトについては、各課でホームページの作成ができるようにする簡易ＣＭＳ（コ
ンテンツ・マネジメント・システム）を導入しました。これにより今年度の更新件数は約５００
件を超え、アクセス数も増加し、月平均25,000件を超えるアクセス数を記録しました。また、
この導入に伴い情報提供の責務や、全体の管理・調整、情報を発信する所管課の役割等
を明確にした「本庄市ホームページの管理及び運用に関する規程」を制定し、その充実に
努めました。
　毎月１回、熊谷記者クラブへの定例記者会見を実施。情報提供や記者との意見交換を行
い、本庄市の政策やイベント等についてＰＲしているほか、タイムリーな話題については随
時情報提供しました。また、熊谷記者クラブだけでなく、ＮＨＫ、テレビ埼玉、本庄ケーブルテ
レビ 各種専門紙 タウン誌等にも情報提供を行いました

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

市民への積極的な情報提供

主担当課 秘書広報課 シートＮｏ． 7

同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　最新の市政情報について、市民に対して広報紙やホームページ等で分かりやすく効果的
に伝え、市政情報を市民と共有するとともに、市民との協働によるまちづくりの推進に繋げ
ることができます。市民が行財政状況などを把握し理解できるよう、行財政情報を的確に提
供します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

ホームページの
内容見直しや広
報紙の工夫

同左

レビ、各種専門紙、タウン誌等にも情報提供を行いました。

　また、市民への行政情報の提供にあたっては、広報紙やホームページ、各種メディアを通
じてのものだけでなく、市長との対話集会等にあたって、関係職員も同席し、市政情報の提
供に努めました。

　なお、ホームページや広報紙は情報提供の手段として活用するだけでなく、パブリックコメ
ントや市長の手紙などを掲載して、市民の意見収集の手段としても活用しました。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

② 情報公開制度などの周知

平　成　２０　年　度

取組実績

　情報公開制度とは、市民のみなさまに「知る権利」を保障し、市民の市政への参加を促進
し、行政に対する信頼性の確保を図るため、市の保有する情報のうち個人のプライバシー
などの非公開情報を除いて、請求に応じて公開する制度です。

　個人情報保護制度とは、個人情報の取り扱いに関する手続を定めて、個人情報の保護
に努め、自分の情報をコントロールする権利を保護することにより、公正で信頼される市政
の推進に資するための制度です。

　これらの制度の概要については、広報ほんじょう及び市のホームページにおいて、市民に
わかりやすく掲載し、制度や実施状況などをお知らせしています。

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

市民への積極的な情報提供

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 7

同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　市の保有する情報を公開し、行政活動に対する説明責任を果たすとともに、個人情報の
保護に努めることにより、公正で透明性の高い行政経営の推進が図られ、市民との協働に
よるまちづくりが進められます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

制度及び実施状
況の広報等への
掲載

同左

わかりやすく掲載し、制度や実施状況などをお知らせして ます。
　平成２０年度の情報公開請求等件数は、６４件でした。その決定内容は、公開３３件、部
分公開２８件、不存在１件、非公開２件でした。
　平成２０年度の個人情報開示請求等件数は、１０件でした。その決定内容は、開示２件、
部分開示５件、不存在３件でした。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

市民への積極的な情報提供

③ 議長交際費の公開

平　成　20　年　度

　平成１８年度に議会運営協議会において、「議長交際費の執行基準」について検討し、見
直しを行ない、平成１８年１２月４日に「本庄市議長交際費の公表に関する要綱」を定めまし
た。

　平成１９年４月から市のホームページにおいて、その要綱に基いて「支出日、支出区分、
支出先・内容等、支出金額」の事項を公開しています。また、公表の時期としては、毎月公
表することとし、当月分を翌月の15日までに行っています。

取組実績

　市のホームページ以外の公表方法として、議会事務局備付けの交際費支出簿を使用し
た公表も行っています。

　「議長交際費」の支出状況を市民に対し、ホームページなどにより積極的に、分りやすく情
報を公開することにより、市民との情報の共有化が図られ、「開かれた議会」の実現や公正
で透明性の高い行政経営の推進に寄与しています。

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

主担当課  議会事務局

財政効果額
取組効果

取組目標

平成２３年度

議長交際費の公
開

同左 同左 同左 同左

シートＮｏ． 8
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

財政状況の公表

① バランスシート・行政コスト計算書などの財務諸表の作成・公表

平　成　２０　年　度

取組実績

［ バランスシート ］
○普通会計バランスシート・普通会計以外のバランスシート
　平成１９年度決算に基づく普通会計バランスシートについては、平成２０年度内の作成・公表を目指しました
が、完成が平成２１年５月末となり、６月２２日にホームページで公表となりました。
 [ 行政コスト計算書 ]
○普通会計行政コスト計算書
　平成１９年度決算に基づく普通会計行政コスト計算書については、平成２０年度内の作成・公表を目指しました
が、完成が平成２１年４月末となり、ホームページでの公表がバランスシートの公表と同じ６月２２日となりまし
た。
○普通会計以外の行政コスト計算書
　水道事業会計以外の各会計の平成１９年度決算に基づく行政コスト計算書については、今年度も各会計の担
当課に代わり、財政課で作成しました。昨年度は試作しましたが、公表はしませんでした。今回、作成した行政コ
スト計算書の公表については、普通会計のバランスシートの公表と同時にホームページ上で行いました。
［ 連結バランスシート・行政コスト計算書 ］
○連結対象として考えている一部事務組合等が未作成のため、平成１９年度決算に基づく連結バランスシート・
行政コスト計算書の作成ができませんでした。

算 づ バ が が　市については、遅くとも平成２０年度決算に基づくバランスシートの公表が求められていますが、町について
は、平成２２年度決算に基づくバランスシートから公表することが求められています。また、公表にあたっては、
総務省が提示した新たな基準によるバランスシートによることも求められています。このため、本市が加入して
いる児玉郡市広域市町村圏組合及び本庄上里学校給食組合に確認したところ、「バランスシート・行政コスト計
算書の作成については今後において調査研究する」としていますので、取組目標を修正しました。
 [ 公表 ]
　ホームページ上で公表するとともに、本庁（財政課）及び総合支所(総務課)において、閲覧による公表を実施し
ました。なお、公表方法については、他団体の掲載方法等を参考にしながら、よりわかりやすいものになるよう
研究を続けています。

財政効果額
取組効果

  財務諸表の公表を行うことで、市民に対する説明責任を果たすとともに、公正で
透明性の高い行政経営の推進に寄与します。

平成２３年度

本庄市全体のバ
ランスシートおよ
び行政コスト計算
書の作成・公表

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
連結バランス
シートなど財務諸
表の作成・公表

主担当課 財政課 シートＮｏ． 9

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

入札制度の改善

① 電子入札の導入

平　成　20　年　度

取組実績

　電子入札を実施することにより、公正で透明性の高い入札が期待でき、かつ、契約事務
の効率化を図るため、埼玉県内では現在、埼玉県のほか５２市町が埼玉県の電子入札シ
ステムに参加しています。本庄市も平成２０年度に同システムに参加しました。

　入札の参加対象となるために建設業者等は、工事等の競争入札参加資格審査申請を２
年に１度行う必要があります。埼玉県電子入札システムに参加している自治体の入札に参
加を希望する建設業者等は、平成２０年１０月に埼玉県に対して、平成２１・２２年度建設工
事等入札参加資格審査申請を行いました。（児玉郡市内市町は全て埼玉県電子入札シス
テムに参加したため、過去に行っていた郡市内市町共同の建設工事関係の入札参加資格
申請受付は行いません。）このため、平成２１・２２年度の申請方法について、市内の建設
業者等に対して、６月と９月に通知し、指導しています。なお、平成２０年度末での同システ
ムへの登録業者数は １ ７２８業者となっていますムへの登録業者数は、１，７２８業者となっています。

　埼玉県主催の電子入札システムの説明会及びシステム操作の研修会に参加し、システ
ム導入の準備をしています。　（実際のシステムによる入札の実施は、平成２１年１０月から
を予定しています。）なお、インターネット等を利用するため、全ての格付け業者が参加する
ことは難しいと予想され、可能な格付け業者から実施していきます。

財政効果額
取組効果

　電子入札が実施されると、より公正で透明性の高い入札・契約業務が期待されるととも
に、契約事務の効率化が図られます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 財政課 シートＮｏ． 10

電子入札システ
ム導入について
の検討

電子入札システ
ムの導入
業者登録2000件

電子入札実施
45件

電子入札実施
60件
業者登録2000件

電子入札実施
120件
※全ての建設工
事及び建設工事
に係る設計等の
入札案件につい
て電子入札実施
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

市民との協働によるまちづくりの推進

公正で透明性の高い行政経営の推進

監査制度の強化

① 外部の監査制度の導入

平　成　20　年　度

取組実績

　外部監査制度は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の監査に加え、より専門的で独
立した立場から、市長と外部監査契約を結んだ公認会計士や弁護士などの資格を持った
外部監査人が監査を行うことができる制度で、包括外部監査契約と個別外部監査契約が
あります。都道府県や政令指定都市、中核市には義務付けられており、それ以外の市区町
村でも、自主的に条例を定めることによって、導入することができます。
　平成１９年度末の導入状況を調査したところ、指定都市及び中核市以外の市区町村の数
は１，７６４団体であり、このうち個別外部監査条例制定市区町村は５９団体であり、そのほ
とんどが選挙権を有する者からの事務監査請求等、法律上個別外部監査によることができ
るとされているものをすべて対象としています。平成１９年度より個別外部監査を導入した
団体は７団体あります。５９団体のうち個別外部監査契約を締結しているものは４団体と
なっています。４団体の個別外部監査人に支払った金額は約１７万から９００万円と個別外な て ます。 団体の個別外部監査人に支払 た金額は約 万から 万円と個別外
部監査人が活用した補助者の数、執務日数により開きがあります。
　県内ではさいたま市（指定都市）、川越市（中核市）を除き、草加市が個別外部監査条例
を制定しています。

財政効果額
取組効果

　全国的に見て、若干の増加傾向にあるものの一般市における個別外部監査制度導入の
実績は未だ少数の状況であることから、本市においては引き続き近隣の導入状況を調査
し、費用対効果の検証を含め、情報収集を継続します。

平成２３年度

●個別外部監査
制度導入の検討

同左 同左 同左 同左

主担当課 監査委員事務局 シートＮｏ． 11

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

事務事業の見直し

行政経営に係る各種計画の推進

① 行政経営に係る各種計画の推進

平　成　２０　年　度

取組実績

　平成２０年度の取り組みについては、各課で推進している各種計画について、一覧表にま
とめました。この一覧表により、計画名、計画期間、基本方針等の把握や次の策定時期や
進捗状況について把握することに努めました。

　取組目標の「各種計画の達成度や進捗状況の把握・検証に努める」については、総合振
興計画実施計画の提出事業で、主要事業について提出し、事務事業評価を実施すること
により、事業の改革改善を行いました。

　平成２０年９月に策定した「本庄市男女共同参画プラン」、平成２１年３月に策定した「本庄

各種事業の見直
しを図るととも
に、達成度や進
捗状況の把握・
検証に努める。

同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 12

同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　総合的・長期的な視点で計画を立て、事業の実施にあたっては毎年、事業の評価、見直
しを行うことにより、効率的・効果的な事業の推進が図られ、厳しい財政状況の改善にも寄
与します。
　また、本庄市総合振興計画との整合性を図ることができます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

平成 年 月に策定した 本庄市男女共同参画プラン」、平成 年 月に策定した 本庄
市生涯学習推進計画」及び「本庄市老人保健福祉計画・介護保険事業計画」について、計
画策定過程で、企画課の職員が作業部会等に関わり、計画内容の把握と総合振興計画の
理念や将来像などの内容を反映するように努めました。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画 進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

事務事業の見直し

行政評価による事務事業の見直し

① 行政評価による事務事業の見直し

平　成　２０　年　度

取組実績

  総合振興計画実施計画提出事業について、各所管課で事務事業評価を行い、各事務事
業について目的や効果を明確にし、事務事業の見直しを行いました。また、各部局別のヒ
アリングを実施し、事務事業評価シートを資料として、事務事業の優先順位付けに活用を
図りました。また、総合振興計画基本計画の各施策の主要事業についても、実施計画提出
事業とし、事務事業評価シートに主要事業の実施状況の項目を追加し、主要事業の進捗
管理に活用を図りました。

　今年度作成した事務事業評価シートの対象事業
（１）基本計画の主要事業
（２）新規に計画する事務事業
（３）既存の事業で事業効果が薄く、廃止を検討する事務事業
（４）平成２１年度が終期となるもの及び終期設定のない補助金及び交付金を含む事務事
業
（５）基本計画の成果指標としている事務事業（ ） 本計画 成果指標 る事務事業
（６）事業費が前年度比で１０％以上増加を見込む事務事業
（７）次に掲げる事業（本庄駅自転車駐輪場維持管理事業）

　平成２０年度に事務事業評価を行った事業数は、２８６事業です。また、平成２０年度の取
組目標が評価シートの公表となっていましたが、予算事業と評価を実際に行う事務事業が
整理されていないことや試行期間中ということもあり、行政評価に対して現在も試行を重ね
ていることなどから、公表することができませんでした。以上のことから取組目標を修正しま
した。

財政効果額
取組効果

　事務事業を評価することにより、職員のコスト意識と効果に対する考え方が整理され、事
業の改廃に役立てることが可能となります。
　また、事務事業の見直しを行うことにより、効率的・効果的に事務事業を行うことができる
ようになります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●基本計画にあわせ
体系の整理
●行政評価実施内容
の改善

●評価シートにより、目的
や効果を明確にし、それ
を評価することで事務事
業の改善を行います。
●評価シートを市民に公
表する
●行政評価実施内容の
改善

[修正]　　　　　　　H21.4
●評価シートにより、目的
や効果を明確にし、それ
を評価することで事務事
業の改善を行う
●行政評価実施内容の
改善を行う
●評価結果の公表を行う

[修正]　　　　　　　H21.4
同左

[修正]　　　　　　　H21.4
同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 13
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 合併協定項目の早期調整

平　成　２０　年　度

取組実績

　合併協議の調整区分において、「合併後に統合・再編」、「合併後調整する」、「新市にお
いて新たに定める」等とした項目については、２８項目７６件あり、その調整については事務
事業を所管する各担当課を中心に、随時取り組んでいます。
  その結果、平成２０年度末までに、２０項目５０件が調整済み・実施済みとなっております。
　残り８項目２６件の状況内訳は、調整済み１０件、一部調整済み４件、未調整１２件となっ
ています。
　未調整になっているものについては、別施策が導入され、調整の必要性が薄れているも
のもありますが 今後 調整が進まない部分については 課題や問題等を明確にし 調整

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

事務事業の見直し

合併協定項目の早期調整

主担当課 企画課 シートＮｏ． 14

財政効果額
取組効果

　合併協定項目の早期調整により、旧市町で差異のあった行政サービスの統一など、新市
の一体性が図られるとともに、効率的・効果的な行政経営を推進することができます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

のもありますが、今後、調整が進まない部分については、課題や問題等を明確にし、調整
の必要性も含め、調整完了へ向けて推進していきます。

同左 同左 同左

平成２２年度 平成２３年度

未調整項目の把
握と早期調整

同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

　平成１４年３月に認証取得した「ＩＳＯ１４００１」に代わり、平成２０年４月より、市内公共施
設で、市職員、児童・生徒、教職員、来庁者・施設利用者を対象にした市独自の「環境マネ
ジメントシステム」を運用し、「ＩＳＯ１４００１」の活動よりも幅広い環境への配慮活動を実践
し、地球温暖化対策実行計画で設定されている目標値の達成を目指しています。
　・電気、施設燃料、ＬＰガス、都市ガス、ガソリン、軽油使用量
　　　　　　　　　　　　　　　　・・・平成１８年度実績より、平成２４年度までに７％削減
　・ごみ排出量、紙使用量・・・平成１８年度実績より、平成２４年度までに３％削減
　・水使用量・・・前年より削減

　　　　　　　 　 　基準年　  　19年度実績　　20年度実績　　削減率（％）
電気（ｋｗｈ） 　 10,927,077  　11,172,025　　10,550,817　　 　3.4
施設燃料（ ）　  　　102,120  　 　105,975　　 　102,106　　 　0.0
ＬＰガス（ｋｇ）  　　33,346        32,846　　    32,957　  　 1.2
都市ガス( ） 113 135 146 421 121 332 △7 2

事務事業の見直し

資源の節約と経費削減

① 資源の節約と経費削減

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

平　成　20　年　度

取組実績

　平成２０年度においては、市民への一方的な啓発ばかりでなく、まずは職員から率先して
エコを考えようと、職員を対象に、１０月にはマイ箸、マイボトル、マイバックの使用を実践
し、１１月には「車の使い方を見直そう」で通勤時や自宅・休日等の自動車使用を控える「エ
コドライブ」を実践し、１２月には埼玉県が実施する「エコライフＤＡＹ冬のキャンペーン」に参
加しました。
　また、公共施設を新設あるいは改修する際には、太陽光等の自然エネルギーの活用を推
進していきます。

都市ガス( ）        113,135 　   146,421       121,332     △7.2
ガソリン（ ）         62,321　　　  61,235　　    67,166     △7.8
軽油( ）　　 　　　　　1,450　　　　 1,908　　     2,610　　△80.0
水( ）　　　　　　　　　―　 　   135,539　     128,603　  　 5.1
ごみ（ｋｇ）　　　　　18,836　　 　 17,755　　    17,048       9.5
紙（枚）           4,756,000 　  5,003,500　　 5,184,000　   △9.0

取組実績

財政効果額
取組効果

　環境配慮への取り組みにより、職員の意識の改革が進み、省エネ、省資源、リサイクルの
実践による経費の削減が図られています。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 環境推進課 シートＮｏ． 15

ＩＳＯで設定され
ている目標値の
達成に向けた取
組

独自の規格を運
用し、地球温暖
化対策実行計画
の目標値の達成
に向けた取組

同左 同左 同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

財政効果額
取組効果

　各事務事業の継続的な見直しや点検を行うことにより、簡素で効率的な行政経営を推進
し、民間委託により生み出された財源や人員を新たな市民ニーズに対応した行政サービス
に再配分して、市民満足度の向上に繋げます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●作業部会を設
置
●民間委託等の
推進に関する指
針の検討

民間委託等の推
進に関する指針
の策定

民間委託等の推
進に関する指針
の実施

同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 16

取組実績

　 民間の専門性に委ねた方が効果的・効率的な事務事業については、民間委託により実
施し、その効果については常に検証を行い、必要に応じて委託内容の見直しを行いまし
た。また、民間委託を行っていない業務について、効果が見込めるものは民間委託への移
行を検討しました。
　 具体的には、各課が作成する事務事業評価シートの中に、目的妥当性、必要性、有効
性、効率性などの評価項目を設け、民間委託化の可能性や事務事業の実施方法の適否を
所管課において評価し、検討を行いました。
　 また、民間委託の推進については、全庁的に共通の認識を持って取り組んでいく必要か
ら、「民間委託等推進指針」を策定するため本庄市行政改革推進本部設置要綱第６条の規
定に基づく作業部会として、主査・主任級職員１０人からなる「民間委託等推進指針策定作
業部会」を平成１９年１２月２０日に設置し、平成１９年度中に６回の会議を、平成２０年度は
２３回の会議を開催し、議論を重ねました。 この作業部会においては、民間委託をはじめ
民営化、指定管理者制度、ＰＦＩ、市場化テストの推進方針も合わせて検討しました。

　平成２１年３月に「民間委託等推進指針（案）」が作業部会において作成され、行政改革推
進本部長へ提出されました。この案について、行政改革推進本部で議論することができな
かったため、今後、行政改革推進本部員からの意見聴取を実施し、策定していくこととしま
す。

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

民間委託等の推進

民間委託の推進

① 民間委託の検証・推進

平　成　２０　年　度
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目標

施策

実施項目

内　　容

民間委託等の推進

指定管理者制度の推進

① 指定管理者制度の検証

平　成　２０　年　度

取組実績

  平成２１年３月３１日で指定期間満了となる「本庄市老人福祉センターつきみ荘」、「本庄
市民文化会館」、「本庄市ふれあいの里いずみ亭」の３施設について、平成２１年４月１日以
降の指定管理者について募集を行い、本庄市公の施設指定管理者選定委員会を３回開催
し、指定管理者候補者の選定を行いました。
　
　そのほかの施設について、サービス水準の向上や経費削減を図るため、今後、指定管理
者制度の導入を推進していくことが望ましいと思われる施設を管理している部署と指定管
理者制度の導入に向けて協議し、検討を行いました。平成２０年度策定予定であった「指定
管理者制度導入実行計画」については、アウトソーシング手法を総合的に推進する「民間
委託等推進指針」を策定し、実施することにより、指定管理者制度を推進していくこととした
ため、取組目標を修正しました。また、指定管理者制度を導入した施設の歳出削減効果額
の内訳や導入メリット等を明確に記載していくよう検討を行ってきました。

　なお、民間委託、民営化、ＰＦＩ、市場化テスト等の推進方針を検討していくため、本庄市
行政改革推進本部設置要綱第６条の規定に基づく作業部会を平成１９年１２月に設置し、
民間委託、民営化、ＰＦＩ、市場化テスト等の推進方針の検討を行ってきました。

財政効果額
取組効果

指定管理者制度導入による歳出削減効果等

■　本庄市民文化会館

１　指定管理者制度導入効果
　　本庄市民文化会館は、平成１８年９月から制度導入しています。施設利用実績におい
て、平成１７年度と対比した平成２０年度実績は、利用者数１２．７％増（１１８，２６２人）、利
用件数０．９％減（１，３３３件）、使用料収入２１．９％増（２０，８５１千円）となっています。自
主文化事業のコンサートについては、多方面に啓発を行い、利用者拡大に繋がっていま
す。また、休止していたレストランを再開したことにより、利用者に対する利便性を向上させ
ています。これまでの管理運営に関して、市民への文化振興に関する諸事業及び施設管
理は順調に実施されています。

２　歳出削減効果　　２３，３５２千円削減　　（17年度実績と20年度実績対比）
　　（内訳）　１７年度実績　　　支出  　施設管理委託料　　　６５，７０２千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人件費　　　　　　　　　２２，１６８千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出計　　　　　　　　　　　　　　８７，８７０千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入 　使用料収入　　　　　　１７，１０３千円
　　　　　　　　　　　　　　支出－収入　　 施設管理費　　　　　　７０，７６７千円
　　　　　　　　２０年度実績　　　施設管理委託料　　　　　　　　４７，４１５千円

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進
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平　成　２０　年　度

財政効果額
取組効果

■　本庄市老人福祉センターつきみ荘

１　指定管理者制度導入効果
   本庄市老人福祉センターつきみ荘は、平成１８年９月から制度導入しています。施設利
用実績において、平成１７年度と対比した平成２０年度実績は、利用者数２０８％増（１日あ
たりの利用者６６人）なっています。平成１７年３月からボイラーの故障により入浴施設の利
用を休止し、平成１７年度はつきみ荘利用者が激減しましたが、制度導入後は利用者が着
実に増えており、館内でのサービス向上や利用者の声を活かした休館日の変更や時間外
利用のイベント開催など、民間の経営ノウハウを管理運営に活かしています。

２　歳出削減効果
　　　６，３６３千円削減　　（17年度実績と20年度実績対比）
　　　　（内訳）　１７年度実績　　　　管理運営委託料　　　　　　　２２，７４１千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備保守点検委託料等　　　　　７０５千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託料計　　　　　　　　　２３，４４６千円
　　　　　　　　　　２０年度実績　　　　管理運営委託料　　　　　　　１７，０８３千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（設備保守点検委託料等含む）

■　公園維持管理

１　指定管理者制度導入効果
　　公園維持管理は、平成１８年年度から制度導入しています。直営管理と異なり、維持管
理業務にかかる裁量権（行為、占用、許可を除く）を持つことから、独自の発想のもと、自ら
のノウハウの活用や、地域との協働、補助金の活用等によりコストを最小限に抑えつつ、
施設の利用促進、並びに市民サービスの向上を追求しています。遊具等施設の異常や病
害虫の発生を早期に確認し、対応することで、苦情等を未然に解消できている部分も多い
と思われます。地域の実情に合わせて、剪定や清掃等の管理業務を計画的に実施してい
るほか、苦情処理等に関しても指定管理者が担う部分が多くなっており、市の負担が少なく
なっています。
　　維持管理業務に係る一定の裁量権を持つ指定管理者を３地域に分割し、導入したこと
により、利用者本位の管理運営はもとより、市の業務のスリム化、並びに経費の削減を図
るという、一定の成果を得られています。

２　歳出削減効果
　　　２３，４０２千円削減　　（17年度実績と20年度実績対比）
　　　　（内訳）　　１７年度実績　　　　公園管理費　　　　　　　　　９６，１２７千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　人件費　　　　　　　　　　　　１９，７６９千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　計　　　　　　　　　　　１１５，８９６千円
　　　　　　　　　　　２０年度実績　　　施設管理委託料　　　　　　９２，４９４，千円

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

　
●作業部会を設
置
●導入施設の増
加及び既導入施
設の検証

[修正]   　H20.10
●導入施設の増
加及び既導入施
設の検証

[修正]　   H20.10
同左

[修正]     H20.10
同左

[修正]     H20.10
同左

主担当課 財政課 シートＮｏ． 17
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

民間委託等の推進

ＰＦＩの適切な活用

① ＰＦＩの導入

平　成　２０　年　度

取組実績

　公共施設等の建設、維持管理、運営等について、民間の資金、経営能力、技術的能力を
活用することにより、市が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供で
きると見込める場合は、ＰＦＩ手法での実施を検討する必要があります。

　７月に開催された国土交通省所管事業へのＰＦＩに関するセミナーに参加、また、同月、実
際にＰＦＩにより庁舎を建設し、維持管理を行っている「さいたま市北区役所庁舎」を視察し、
ＰＦＩ制度についての研修を実施しました。

　なお、平成１９年１２月に本庄市行政改革推進本部設置要綱第６条の規定に基づく作業
部会を設置し、ＰＦＩのほか民間委託、指定管理者制度、民営化、市場化テスト等の推進方
針を検討し、民間委託等の推進に関する指針（案）を作成しました。

財政効果額
取組効果 　ＰＦＩ適用事業が実施された場合に、財政効果額が算出されます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●施設の設置にあ
たり、所管課を中
心に適用の可否に
ついて検討する。
●作業部会を設置

●施設の設置にあ
たり、所管課を中
心に適用の可否に
ついて検討する。
●民間委託等の推
進に関する指針の
策定

●民間委託等の
推進に関する指
針の実施

　同左 　同左

主担当課 財政課 シートＮｏ． 18
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

民間委託等の推進

民営化の推進

① 民営化の推進

平　成　２０　年　度

取組実績

   市が主体となって実施している事務事業のうち、市に代わって民間が直接実施できるも
のについては、民営化を検討していく必要がありますが、各課が作成する事務事業評価
シートの中に、目的妥当性、必要性、有効性、効率性などの評価項目を設け、市で実施す
る事業であるかどうか等を所管課において検討を行いました。
　 また、民営化の推進については、全庁的に共通の認識を持って取り組んでいく必要か
ら、「民間委託等推進指針」を策定するため、本庄市行政改革推進本部設置要綱第６条の
規定に基づく作業部会として、主査・主任級職員１０人からなる「民間委託等推進指針策定
作業部会」を平成１９年１２月２０日に設置し、平成１９年度中に６回の会議を、平成２０年度
は２３回の会議を開催し、議論を重ねました。 この作業部会においては、民営化をはじめ
指定管理者制度やＰＦＩ、市場化テストの推進方針も合わせて検討しました。

　平成２１年３月に「民間委託等推進指針（案）」が作業部会において作成され、行政改革推
進本部長へ提出されました。この案について、行政改革推進本部で議論することができな
かったため、今後、行政改革推進本部員からの意見聴取を実施し、策定していくこととしま
す。

財政効果額
取組効果

　各事務事業の継続的な見直しや点検を行うことにより、簡素で効率的な行政経営を推進
し、民営化により生み出された財源や人員を新たな市民ニーズに対応した行政サービスに
再配分して、市民満足度の向上に繋げます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●作業部会を設
置
●民間委託等の
推進に関する指
針の検討

民間委託等の推
進に関する指針
の策定

民間委託等の推
進に関する指針
の実施

同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 19

- 25 -



目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

民間委託等の推進

行政サービス提供における新たな官民のありかたの検討

① 公共サービス改革法（市場化テスト）の検討・実施

平　成　２０　年　度

取組実績

　 「市場化テスト」は、公共サービスの提供について行政機関と民間企業で競争入札を実
施し、価格と質の面で優れた方が落札し、その担い手を決めていく制度です。
　市では、本庄市行政改革推進本部設置要綱第６条の規定に基づく作業部会として、主
査・主任級職員１０人からなる「民間委託等推進指針策定作業部会」を平成１９年１２月２０
日に設置し、その中で市場化テストについても、情報収集のほか、市の業務について導入
の可能性等の検討を行いました。平成２１年２月２６日を最後に、全２９回の作業部会の会
議を開催しました。
　作業部会では、制度の概要把握のほか、長野県南牧村の野辺山出張所における窓口業
務、岡山県倉敷市の車両維持管理業務等の先進事例について調査研究を行いました。
　平成２１年３月に作業部会が「本庄市民間委託等推進指針（案）」を作成しました。その中
で、市場化テストについて、情報収集や先進事例の調査研究のほか、市の業務について
導入の可能性等の検討結果が示されました。
 今後は、この指針を基に行政サービス提供における新たな官民のあり方について、先進
事例等の調査研究をさらに進め、指針の実施に向け推進していきます。

財政効果額
取組効果

  競争入札が実施された場合に、財政効果額が算出されます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

導入に向けて適
切かつ積極的な
対応を検討しま
す。

民間委託等の推
進に関する指針
の策定

民間委託等の推
進に関する指針
の実施

同左 同左

主担当課 企画課・財政課 シートＮｏ． 20
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

公共施設等の見直しと適正管理

施設の統廃合などの検討

① 公共施設の適正配置

平　成　２０　年　度

取組実績

　公共施設の適正配置については、各施設の老朽化の度合いや維持補修の履歴をはじ
め、施設の管理運営状況等の情報をデータベース化することにより、現状把握と分析を進
める必要があります。そのため財政課において基礎データの集積を進めています。公共施
設のデータベース化は早期の完了をめざし、これにより公共施設の現状把握と分析に基づ
く検討を行っていきます。
　また、公共施設の適正配置の検討にあたっては、各施設の利用状況を把握する必要が
あるため、関係各課への調査を実施する予定です。
　公共施設の現状把握、利用状況把握等の調査終了後に、中長期的な視点で公共施設の
配置方針や運営方針を検討していくこととします。その体制として設置を考えていた本庄市
行政改革推進本部設置要綱第６条の規定に基づく作業部会については これにこだわら

[修正]     H2１.4
配置方針・運営
方針に基づく実
施

主担当課 シートＮｏ． 21

財政効果額
取組効果

　公共施設の適正配置を行うことにより、施設の維持管理経費の削減が図られます。また、
利用者の利便性の向上が図られます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

[修正]         H21.4
●各施設の現状把
握と分析
●各施設の利用状
況調査
●検討体制の検討

[修正]     H2１.4
現状分析に基づ
く配置方針や運
営方針の検討

企画課

●各施設の現状把
握と分析
●作業部会の設置
●現状分析に基づ
く配置方針や運営
方針の検討

[修正]        H20.10
●各施設の現状把
握と分析
●各施設の利用状
況調査
●検討体制の整備
●現状分析に基づ
く配置方針や運営
方針の検討

行政改革推進本部設置要綱第６条の規定に基づく作業部会については、これにこだわら
ず、より迅速かつ効果的に推進できる手法について検討していくこととし、平成２０年度の取
組目標を修正しました。
　また、利用状況については、施設によって利用形態等様々であるため、具体的な調査項
目等について定めることができず、調査を行うことができませんでした。そのため、調査を
引き続き継続したいので、平成２１年度以降の取組目標を修正しました。
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

公共施設等の見直しと適正管理

施設の統廃合などの検討

② 本庄いまい台交流センターの他の機関への移管

平　成　２０　年　度

　本施設は、県企業局から本庄市に引継ぎとなり、平成１２年度に交流センターとして開館
し、産業団地内の従業者と地域住民の交流や健康づくりを目的にダンス・太極拳などの各
種サークルに利用されています。

　当初は、本庄いまい台交流センターをいまい台工業会への移管を考えていましたが、工
業会の代表から、平成２０年４月２５日に工業会としての使用は考えていないとの回答をい
ただきました。このような状況から工業会への移管の可能性は低いため、それ以外の民間
及び公共両面の利用を検討することとし、[内容]を修正しました。

　なお、公の施設である本庄いまい台交流センター等の使用料の均衡を図る見直し等に伴
い、平成２０年３月議会において条例の一部改正の議決を受け、同年９月１日から会議室・
多目的室の利用を有料化しました。

財政効果額
取組効果

　他の公共機関等への移管を含め、施設の統廃合が進むことにより、公共施設の適正管
理が図られます。また、移管の検討を行う段階においても、平成２０年９月から会議室・多
目的室の利用を有料化し、効率的・効果的な行政経営に繋げています。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

本庄いまい台工
業会や他の機関
への移管の検討

他の機関への移
管の検討

同左 同左 同左

主担当課 商工課 シートＮｏ． 21
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目標

施策

実施項目

内　　容

小・中学校の規模・配置の適正化

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

公共施設等の見直しと適正管理

① 小・中学校の通学区見直し

平　成　２０　年　度

取組実績

 　大規模校である本庄東小学校の児童数について、住民登録から算出した年齢推移表か
ら今後の入学予定者を見た場合、少子化の影響による自然減が見込まれています。
　また、児童の減少が懸念される地域における小学校児童数においては、今後も横ばい状
態が続くと見込まれるため、児童数の増減に注意しながら推移をみていきたいと考えてい
ます。

平成２２年度

同左

平成２３年度平成２１年度

同左 同左

財政効果額
取組効果

　小中学校の規模や配置の適正化のため、通学区の見直しをすることにより、効果的・効
率的な行政運営の推移に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度

転入児童数の推
移をみる

児童数の推移を
みながら見直し
の可否を検討す
る

主担当課 シートＮｏ． 22学校教育課
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

取組実績

公共施設等の見直しと適正管理

公共施設などの有効利用

　学校体育館及び校庭については、小中学校施設開放事業により、学校教育に支障のな
い範囲において、市内に在住・在勤･在学の１０人以上の団体で定期的に利用することを登
録団体の利用条件として貸出しを行っています。
　利用登録団体の状況は、本庄地域９７団体 ２，１０６人、児玉地域４８団体 ８３９人となっ
ています。

　児玉中学校に平成２０年４月に武道場が設置されたことから、貸出しを行っていなかった
本庄東中学校、本庄南中学校の武道場も含めて、学校開放施設として、平成２０年７月か
ら貸出しを開始しました。

① 学校施設の有効利用

平　成　２０　年　度

効率的・効果的な行政経営の推進

平成２３年度

取組目標

同左

シートＮｏ． 23学校教育課・体育課主担当課

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

同左学校施設の有効
利用の検討

●学校施設の貸
出し
●学校施設の有
効利用の検討

同左

貸

　また、これまで無料であった児玉地域の小中学校体育館の使用料を７月から有料としまし
た。

　学校開放の利用実績

　　　　本庄地域 　　１０８，７００　人
　　　　児玉地域 　　　５９，３００　人　　　　　　　　　　　　　利用料金　計 ２，７７９，０００　円

財政効果額
取組効果

- 30 -



目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　２０　年　度

取組実績

　他の市町の公共施設を相互に利用でき、また、その利用料金もそれぞれの住民と同額で
利用できる「公共施設の相互利用」は、地方自治法第２４４条の３に基づき、議会の議決を
得て、構成市町において協定書を締結して行なわれています。
　
　「公共施設の相互利用」は平成１１年４月に児玉郡市でスタートし、平成１３年４月に岡部
町が加わりました。その後、市町村合併を機に平成１８年１月から本庄市、深谷市、美里
町、神川町、上里町と相互利用の対象範囲を広げています。主要な施設は全て相互利用
が可能となっているため、現時点で相互利用可能施設の拡大は考えられませんが、相互
利用構成市町内で新たな施設の設置があった場合、児玉郡市広域市町村圏組合を通し
て、相互利用の対象となるよう調整を行います。
相互利用制度を周知するため 公共施設の相互利用の施設一覧を公共施設で配布し

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

公共施設等の見直しと適正管理

② 公共施設の広域利用

公共施設などの有効利用

主担当課 企画課 シートＮｏ． 23

同左 同左 同左

　市民の利便性向上と公共施設の効率的利用が図れます。
　周辺市町に同様の施設がある場合、市内に新たな施設の設置を抑えることができます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●相互利用制度
の周知
●相互利用可能
施設の拡大
●利用状況調査

同左

財政効果額
取組効果

　相互利用制度を周知するため、公共施設の相互利用の施設一覧を公共施設で配布し、
また市のホームページに掲載しています。
　施設の利用者を市町別に区分した利用状況の調査は、児玉郡市広域市町村圏組合の照
会により行なっています。利用調査は、数年に一度行っており、直近は平成１７年に調査し
ています。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

公共施設等の見直しと適正管理

公共施設などの有効利用

③ 市民プール跡地の有効利用

平　成　２０　年　度

取組実績

　平成１９年度において老朽化危険であったスライダーの撤去を行いました。
　平成２０年度では、若泉運動公園の全体計画見直しのために、利用者調査や体育課との
調整会議などの調査・検討を行いました。

　市民プール跡地の有効利用については、永年市民に親しまれた施設であったため、広く
市民の声を反映させた施設整備を進めます。このために、平成２１年度は、ホームページ
や広報などによるパブリックコメントを行い、プールだけでなく、若泉運動公園の全体計画
の見直しを行います。市民の意見を参考に全体計画を立て、それに沿って事業を進めたい
ので、平成２１年度予定であった市民プールの解体工事の取組目標を修正しました。
　なお、市民プール廃止に伴う施設の処分については、施設建設の際、国庫補助金が充当
されている場合、国土交通省所管補助金等交付規則によると、処分制限期間として水泳されて る場合、国 交通省所管補助金等交付規則によると、処分制限期間として水泳
プールは３０年、プール用原動機は１０年、管理施設（鉄筋コンクリート造）は４５年とされて
います。
　本庄市民プールは、昭和４７・４８年に建設され、すでに３４年以上が経過しており、建設
当時の補助金の充当の有無や金額などが現存資料では不明ですが、管理棟以外の施設
は処分制限期間を過ぎています。

財政効果額
取組効果

　市民プールの跡地は、若泉運動公園面積の約３０パーセント（全体８．１ｈaのうち市民
プール約２．３ha）を占め、現在利用できない状態にあるため、スポーツ・レクリエーションの
拠点としての機能の充実を図り、市民へ提供するための施設整備を進めていきます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 都市計画課・企画課 シートＮｏ． 24

●本庄市若泉運
動公園の全体計
画の見直し
●スライダー施
設の撤去

●本庄市若泉運
動公園の全体計
画の見直し

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
同左

●本庄市民プー
ルの解体

[修正]　　H20.10
●本庄市若泉運
動公園の全体計
画の見直しによ
る実施
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

① 申請様式のダウンロードサービスの充実

平　成　２０　年　度

取組実績

　市のホームページでの申請書様式のダウンロードサービスは、現在、市民課（本庁・総合
支所）、課税課、保険課、福祉課、介護いきがい課、健康福祉課、財政課、建築開発課など
各課合わせて２４件の申請書類や関係書類に対応しています。
　住民票の写しをはじめ各種証明書の交付申請書等については、その様式を市のホーム
ページからダウンロードすることにより、市役所に来庁する前に必要事項を記入することが
可能となり、窓口での手続きがスムーズに行えます。また、郵便による申請が可能な証明
書等の申請書については、郵送請求用の様式も合わせて掲載しており、市民の利便性の
向上が図られています。
　申請書類の追加・変更・削除については、各所管課との連絡を随時行なうことにより充実
するように努めており、今年度は様式変更のほかに新たに次の２件の申請書を追加しましするように努めており、今年度は様式変更のほかに新たに次の 件の申請書を追加しまし
た。

　　１　保育所（園）入所申請書類
　　２　セーフティネット保証制度認定申請書

財政効果額
取組効果

　申請書ダウンロードのページについては、ホームページに個別のアクセスカウンターがな
いため、正確な数値はつかめませんが、ホームページ全体のアクセス件数は、月平均２万
５千件（昨年度より約３千件増加）あり、取組効果は着実に上がっていると考えられます。さ
らにダウンロードサービスを充実させることにより、市民の利便性の向上が図られます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

各種申請書のダ
ウンロードサービ
スがＨＰ上ででき
る。

同左 各申請書のダウ
ンロード及び簡
易申請がHP上で
できる。

同左 同左

主担当課 秘書広報課・情報システム課 シートＮｏ． 25
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

② インターネットでの各種申請の受付

平　成　20　年　度

取組実績

   平成１９年３月に、平成１９年度から平成２３年度を計画期間とする「本庄市情報化基本
計画」を策定しました。この計画では、利用者･生活者の視点を基本とした市民サービスの
向上のため、２４時間３６５日いつでも、市の各種申請や届出手続き等をインターネットによ
り行えるサービス（電子申請）の導入を位置づけています。

　このサービスを導入するためには埼玉県市町村電子申請共同運営協議会へ加入する必
要があることから、平成２０年度においては、引き続きこの協議会への各市町村の加入状
況を把握するとともに、電子化対象手続の把握や協議会へ加入した場合の負担金額及び
実績件数等の把握に努めました。費用対効果等の検証を行いながら、導入の時期等につ
いて見定める必要があることから、取組目標を修正しました。
　
○対象となる手続き　…　住民票の写し、戸籍の附表の写し、印鑑登録証明書等５８種類
○協議会加入状況　…　県内７０自治体中４３自治体(比較的規模の大きい自治体が中心)
○負担金の見込み　…　初年度約４５０万円、次年度以降約１９０万円
○協議会申請実績　…　平成１９年度　６，８８６件

財政効果額
取組効果

　インターネットを利用した電子申請システムにより、自宅から各種手続ができるなど、市民
の利便性向上が図られます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

各種手続調査
[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
電子申請に伴う
関係条例等の整
備

[修正]　　H20.10
電子申請システ
ムの導入・運用
開始

[修正]　　H20.10
オンライン利用促
進。広報等で周
知

主担当課 情報システム課 シートＮｏ． 25
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

③ インターネットでの公共施設の利用予約

平　成　20　年　度

取組実績

  平成１９年３月に、平成１９年度から平成２３年度を計画期間とする「本庄市情報化基本計
画」を策定しました。この計画では、利用者･生活者の視点を基本とした市民サービスの向
上のため、インターネットの活用による、体育施設や文化施設等公共施設の利用申し込み
システムの導入を位置づけています。

  平成１９年度に引き続きインターネット利用予約に係る対象施設の把握や導入方法等を
検討しました。費用対効果の検証を行い、さらに新たなシステムの開発動向などについて
も、見定める必要があることから、電子申請システムに伴う関係条例等の整備及び導入に
ついて、取組目標を修正しました。

平成２２年度 平成２３年度

導入施設の検討
[修正]　　H20.10
同左

て、取組目標を修 しました。
　このシステム開発は、財団法人地域活性化センターによる公共スポーツ施設等活性化助
成事業の対象となることを確認しました。
　

主担当課 情報システム課 シートＮｏ． 26

財政効果額
取組効果

　インターネットを利用した施設予約システムを導入することにより、自宅から施設の利用
申し込みや空き状況の確認ができるなど、市民の利便性向上が図られます。
　また、公共スポーツ施設等活性化助成事業を活用できれば、導入経費に充当できるの
で、歳出の節減が期待できます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

[修正]　　H20.10
電子申請に伴う
関係条例等の整
備

[修正]　　H20.10
電子申請システ
ムの導入・運用
開始

[修正]　　H20.10
オンライン利用促
進。広報等で周
知
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

④ インターネットを利用した図書の予約

平　成　２０　年　度

取組実績

  平成１８年１０月に図書館システムの入れ替えを行いました。この入れ替えに伴い、いつ
でも利用者が図書の予約ができるようインターネットによる図書の予約貸出を開始しまし
た。予約申し込みのあった利用者には、図書館において本を探し出し電話にて連絡し来館
していただき、本の貸し出しをしています。なお、利用者の希望により、メールアドレスを登
録された方は用意できた図書の連絡をメールでしますので、電話連絡の手間を省き、かつ
確実に連絡できるようにしています。
　ＰＲについては、はじめての利用者に配布している「利用案内」の中で、インターネットを利
用した図書の予約ができる旨を説明しているほか、図書館入り口に「インターネットを利用し
た図書の予約」ができる旨の掲示板を出して、利用者への周知を図っています。

■月別利用件数
　　　　平成２０年度　　　利用件数
　　　　　   　４月  　        　 ９４
　　　　　   　５月 　 　  　   １０４

取組目標

平成１９年度

同左

26

平成２０年度

財政効果額
取組効果

  平成１９年度および平成２０年度の予約人数・冊数は、各々８８１人・８８１冊と１，３０７人・
１，３０７冊の利用予約がありました。平成１９年度に比較し平成２０年度は４２６人・４２６冊
の増加があり、５割近くの増加となりました。
  この制度により利用者の利便性の向上が図られるほか、図書館職員の事務の軽減効果
もあります。

　　　　　   　５月 　 　  　   １０４
　　　　　   　６月　  　  　 　１１０
　　　　　   　７月　 　   　 　１２１
　　  　　　　 ８月 　 　  　 　１２８
　　　　　   　９月　 　      　１１７
　　　　　   １０月　         　１１６
　　　　　　 １１月　 　      　　８０
　　　　　   １２月   　  　　　１１１
　　　　　  　 １月　　 　  　　１１２
　　　　　　　 ２月　     　　　　９７
　　　　　 　　３月　　   　　　１１７
　　　　　   　計　  　  　  １，３０７件

主担当課 図書館・情報システム課 シートＮｏ．

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

利用状況の確認
を行い、ＰＲなど
による利用拡大
に努める。

さらなる利用の
促進を図る。

同左 同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政運営の推進

平　成　20　年　度

取組実績

　eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、「エルタックス」と読みます。地方税にお
ける手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。

　平成２０年５月eLTAX導入に向けた情報収集のため、（社）地方税電子化協議会のオブ
ザーバー会員となりました。また、平成２１年１０月から個人住民税の公的年金からの特別
徴収制度が開始される予定ですが、それを行うにあたり市区町村と年金保険者との間に経
由機関として（社）地方税電子化協議会が指定され、eLTAXが利用される予定です。そのた
めには、（社）地方税電子化協議会の会員にならなければなりません。

　 時限的移行措置により、平成２２年１２月までは、他の手段を利用する方法もあります
が、本庄市としては年金特徴を実施するために、平成２０年１０月に（社）地方税電子化協
議会に入会申込書を提出し、平成２１年１月入会を承認されました。これにより、電子申告

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

⑤ 地方税の電子申告システム（eＬＴＡＸ）の導入

費用対効果の検
証

検討

主担当課 課税課・情報システム課 シートＮｏ． 27

議会に入会申込書を提出し、平成 年 月入会を承認されました。 れにより、電子申告
に向けて踏み出しました。
　なお、時限的移行措置は平成２２年までに限られ、原則として平成２３年以降はeLTAXに
おいて年金特徴を行わなければなりません。そのため、これを機に電子申告等を併せて実
施する団体もあると思われますので、ここ１、２年で状況は大きく変化しそうです。
　今後も県内市町村を中心に全国の動向を参考に検討していきます。

導入・運用導入・運用

財政効果額
取組効果

　給与支払報告書については、「eLTAXに関するイニシャルコスト＋ランニングコスト等」と
「処理に関わる職員＋臨時職員費用＋電算システム委託費用等」の差が財政効果額と考
えられます。
　取組効果は、納税者・税理士等の利便性の向上等が挙げられます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

給与支払報告
書・法人市民税・
償却資産の導入
検討
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目標

施策

実施項目

内　　容

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

⑥ 電子投票の導入検討

平　成　20　年　度

取組実績

　平成２０年度は、平成１９年度に引き続き、全国及び埼玉県内の実施状況の調査を行い
ました。

　これまでに全国では、１０市１7回の電子投票が実施されています。平成２０年度では、宮
城県白石市（市長選挙）、三重県四日市市（市長選挙）で電子投票が実施されましたが、い
ずれも４回目、２回目であり、新たに実施した市町村はありませんでした。また、埼玉県内で
は、実施した市町村はありませんでした。

現時点では システムの信頼性が確保されていないことや電子投票特例法の改正法案　現時点では、システムの信頼性が確保されていないことや電子投票特例法の改正法案
が国会で廃案となったことで、国政選挙への導入がいつになるのか未定の状況であり、引
き続き、情報収集を継続していきます。

財政効果額
取組効果

  情報収集により、メリット・デメリットやシステム導入の可否の検討が進みます。

平成２３年度

※電子投票機器
の信頼性向上時
に詳細な検討を
行う。

※同左 ※同左 ※同左 ※同左

主担当課 選挙管理委員会事務局 シートＮｏ． 27

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

行政手続きのオンライン化推進

⑦ 電子入札の導入（再掲）

平　成　20　年　度

取組実績

　電子入札を実施することにより、公正で透明性の高い入札が期待でき、かつ、契約事務
の効率化を図るため、埼玉県内では現在、埼玉県のほか５２市町が埼玉県の電子入札シ
ステムに参加しています。本庄市も平成２０年度に同システムに参加しました。

　入札の参加対象となるために建設業者等は、工事等の競争入札参加資格審査申請を２
年に１度行う必要があります。埼玉県電子入札システムに参加している自治体の入札に参
加を希望する建設業者等は、平成２０年１０月に埼玉県に対して、平成２１・２２年度建設工
事等入札参加資格審査申請を行いました。（児玉郡市内市町は全て埼玉県電子入札シス
テムに参加したため、過去に行っていた郡市内市町共同の建設工事関係の入札参加資格
申請受付は行いません。）このため、平成２１・２２年度の申請方法について、市内の建設
業者等に対して、６月と９月に通知し、指導しています。なお、平成２０年度末での同システ
ムへの登録業者数は １ ７２８業者となっています

財政課・情報システム課 シートＮｏ．

平成２２年度 平成２３年度

電子入札実施
120件
全ての建設工事
及び建設工事に
係る設計等の入
札案件について
電子入札実施

ムへの登録業者数は、１，７２８業者となっています。

　埼玉県主催の電子入札システムの説明会及びシステム操作の研修会に参加し、システ
ム導入の準備をしています。　（実際のシステムによる入札の実施は、平成２１年１０月から
を予定しています。）なお、インターネット等を利用するため、全ての格付け業者が参加する
ことは難しいと予想され、可能な格付け業者から実施していきます。

財政効果額
取組効果

  電子入札が実施されると、より公正で透明性の高い入札・契約業務が期待されるととも
に、契約事務の効率化が図られます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

主担当課 28

電子入札システ
ム導入について
の検討

電子入札システ
ムの導入
業者登録2000件

電子入札実施
45件

電子入札実施
60件
業者登録2000件
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

効率的・効果的な行政経営の推進

電子自治体の推進

庁内事務の電子化推進

① 文書管理システム（電子決裁など）の導入

平　成　20　年　度

取組実績

  文書管理システムとは、文書の起案、決裁、施行、保存及び廃棄に関する一連の業務を
電子システム化したもので、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を介して行う地方公共団体
間の文書交換にも対応するものです。
  埼玉県内では、文書管理システムの共同開発及び運営を目的とした埼玉県市町村文書
管理システム共同運営準備会があり、平成１９年３月末では、３９市町が加入していました
が、民間開発の文書管理システムのレベルアップに伴い、本市も含めて退会する市町があ
り、同年７月末では１６市町となっています。
  本庄市では、文書管理システムの状況を把握するため、民間が開発を進めている文書管
理システムの情報収集を行っています。
  文書管理システムを導入した場合、効率的な文書管理をはじめ、紙の使用量の削減や文
書保管スペースの削減に資することになりますが 現時点の調査では 電子化できない文書保管スペースの削減に資することになりますが、現時点の調査では、電子化できない文
書（電子化率６０％程度）もあり、既存の紙文書の電子化等含め検討中です。

　なお、文書管理システムの情報収集等を行うため、平成２１年度以降の取組目標を修正
しました。

財政効果額
取組効果

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

文書管理システ
ムの情報収集

同左
[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
システムの導入
範囲・スケジュー
ルの検討

[修正]　　H20.10
同左

主担当課 行政管理課・情報システム課 シートＮｏ． 29
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目標

施策

実施項目

内　　容

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

事業の優先順位付けと選択

① 経営戦略会議の設置、各部内における事業の優先順位付けと選定の強化

平　成　20　年　度

取組実績

　平成１９年６月１日に「本庄市経営戦略会議設置規程」を制定し、経営戦略会議を設置
し、平成２０年度においても引き続き開催し、行政の一層の効率化と財政の健全化を戦略
的にかつ迅速に推進しました。
第１回経営戦略会議　平成２０年６月９日
第２回経営戦略会議　平成２０年８月２０、２１、２７日
第３回経営戦略会議　平成２０年１１月４日

　第１回会議で、戦略会議運営方針、実施計画作成方針、部局別枠配分基本額を決定しま
した。
　これに基づき、各部局において事務事業評価シートを活用しヒアリングを行い、２カ年の
実施計画を作成後、企画財政部において事業内容の確認を行いました。
　第２回会議では、歳入、特別会計繰出金、補助金、各種計画、施設管理、各事業実施に
ついて協議し、実施計画の調整にあたりました。その後、企画財政部において、実施計画
の取りまとめを行うとともに 予算編成方針案の作成を行いました

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

の取りまとめを行うとともに、予算編成方針案の作成を行いました。
　第３回会議において、総合振興計画実施計画（平成２１年度～平成２２年度）及び平成２１
年度予算編成方針を決定しました。この予算編成方針により作成された各部課からの予算
見積もりについて、企画財政部及び理事者による予算調整を行い、平成21年2月9日庁議
において予算案報告を行いました。
　【内容】　「経営者会議（仮称）の設置、各部内における事業の優先順位付けと選定の強
化」を「経営戦略会議の設置、各部内における事業の優先順位付けと選定の強化」に修正
しました。

財政効果額
取組効果

　経営戦略会議を設置し、部局別枠配分方式や行政評価を活用することにより、事業の優
先順位付けをし、実施事業の選択と集中ができるとともに、自主性・自立性の高い財政運
営の確立に寄与します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●経営者会議に
おける予算配分
の調整
●実施計画作成
時に各部内にお
いて事業の優先
順位付けを行う。

同左 同左 同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 30
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目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　２０　年　度

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

基金の適正活用

① 基金の計画的積立

取組実績

　財政課では、次の２つの基金について、積み立てを行いました。
[ 財政調整基金 ]
　財政調整基金は、地方財政法第４条の３第１項及び第７条第１項の規定により、年度間の財源の調
整を図り、財政の効率的な執行と健全な運営に資することを目的として、設置された基金です。平成
１９年度末の財政調整基金の残高は、１９億９，３５７万５，８２０円で、平成２０年度当初予算では、財
源不足額を補うため１２億１，１９１万２千円を繰り入れていました。
  平成１９年度一般会計決算の歳入歳出差引額が１３億５，１２８万１千円となり、平成２０年度への繰
越事業等の財源として繰り越された５，８７２万４千円を差し引いた実質収支は１２億９，２５５万７千円
となりましたので、繰入額を当初の１２億１，１９１万２千円から補正予算の財源とした５億３，９３１万
８千円に減額を行いましたが、平成２０年度決算における実質収支が約１２億円程度見込まれること
から、平成２０年度では繰り入れを実施しないこととしました。また、財政調整基金を定期預金等で運
用し、生じた運用益５０８万６，１１０円を積立てた結果、平成２０年度末の残高は、次のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成２１年３月３１日現在　　１９億９，８６６万１，９３０円

[ 減債基金 ]

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

同左 同左 同左 同左

[ 減債基金 ]
　減債基金は、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資すること
を目的として設置された基金です。財源不足が生じた場合において市債償還の財源に充てる場合、
市債償還額が多額となる年度において市債償還の財源に充てる場合、繰上償還の財源とする場合
等に限り処分することが認められています。
　平成１９年度末の基金残高は、８，９３６万　６３１円となっています。
　平成２０年度は、運用益　４５万３，３５４円の積み立てを行いました。
平成２０年度末の基金残高は、次のとおりです。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年３月３１日現在　　８，９８１万３，９８５円

財政効果額
取組効果

  財政調整基金については、５０８万６，１１０円、減債基金については、４５万３，３５４円の
運用益の積み立てを行いました。
　基金の計画的積立を行うことにより、財政構造の見直しが図られ、自主性・自立性の高い
財政運営の確立に繋がります。

取組目標

主担当課 財政課 シートＮｏ． 31

基金の目的、事
業の計画、予算
の状況等を踏ま
え、計画的な積
立を図り、財源の
確保に努める。
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目標

施策

実施項目

内　　容

　銀行等金融機関の経営の安全性が高まる中にあって、４月１８日より各基金の運用を始
めました。運用は指定金融機関等への預金で確実かつ有利な方法で運用しています。

　運用方法は、　　　５，０００万円以上　　　　　　譲渡性預金
　　　　　　　　　　　　 １，０００万円以上　　　　　　大口定期預金
　　　　　　　　　　　 　１，０００万円未満　　　　　　スーパー定期預金
　運用期間は、　　　１ヶ月、３ヶ月と金利の改定状況を見ながら行っています。

　財政調整基金、減債基金、駅周辺都市基盤整備基金、ほんじょう緑の基金、地域福祉基
金、文化振興基金、国民健康保険給付費支払基金、土地開発基金、教育振興基金、介護
保険給付準備基金、ふるさと創生基金、ふるさと水と土基金、塙保己一顕彰基金、児玉中
学校施設整備基金については 全額を譲渡性預金 大口定期預金 スーパー定期預金で

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

基金の適正活用

② 基金の有効運用

平　成　２０　年　度

取組実績

学校施設整備基金については、全額を譲渡性預金、大口定期預金、スーパー定期預金で
利子も含めて運用しています。
　育英資金貸付基金については、貸付予定額を普通預金で運用し、それ以外を大口定期
預金で利子も含めて運用しています。
　総合都市交通基盤整備基金については、現在額が千円未満のため普通預金での運用と
なっています。

財政効果額
取組効果

　基金利子は、１１，７１０，３１１円です。
　基金の有効運用をすることにより、財政構造の見直しが図られ、自主性・自立性の高い財
政運営の確立に繋がります。

取組目標

同左

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

安全性を最優先
とした運用を行
う。

主担当課 会計課 シートＮｏ． 31

同左 同左同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

① 各特別会計の収支均衡化

平　成　２０　年　度

農業集落排水事業特別会計 52 687 46 500 6 187

小島西土地区画整理事業特別会計 106,082 106,000 82

児玉南土地区画整理事業特別会計 135,490 113,000 22,490

老人保健特別会計 91,188 536,200 ▲ 445,012

朝日町土地区画整理事業特別会計 82,326 101,000 ▲ 18,674

公共下水道事業特別会計 1,080,500 1,157,000 ▲ 76,500

住宅資金貸付事業特別会計 14,470 10,530 3,940

繰出金の状況

会計名 平成２０年度決算額 平成１９年度決算額 差額

国民健康保険特別会計 958,061 597,784 360,277

同左

主担当課 財政課 シートＮｏ． 32

基準外操出金の
縮減を図る

同左 同左 同左

　老人保健特別会計の繰出しが４４５，０１２千円減額になっていますが、後期高齢者医療
制度の導入に伴い、後期高齢者医療広域連合への負担金が４４８，１９０千円発生し、後期
高齢者医療特別会計への繰出金１２７，３１２千円と合わせると、トータルでは１３０，４９０
千円の増加となっています。
　国民健康保険特別会計・下水道事業特別会計・農業集落事業特別会計への繰出金につ
いては、基準外繰出金が発生しています。受益者負担の原則により、各事業の受益者に負
担を求めるよう、各特別会計の主担当課に促しています。

財政効果額
取組効果

　特別会計の収支均衡化を各主担当課に促し、一般会計から各特別会計への繰出金が縮
減することにより、財政構造が見直され、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋がり
ます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

後期高齢者医療特別会計 127,312 0 127,312

合　　　　計 3,212,122 3,206,457 5,665

農業集落排水事業特別会計 52,687 46,500 6,187

介護保険特別会計 564,006 538,443 25,563
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 各特別会計の収支均衡化　（住宅資金貸付事業特別会計）

平　成　20　年　度

取組実績

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

 [貸付金回収の具体的内容]
　本庄地域は７月と１月、児玉地域は３月に納付書を発送し、その後、納付されない場合
は、催告書を送付しています。滞納整理方法は臨宅徴収を実施しています。
　平成２０年度の償還件数の内訳は、現年納付　４４件（含む繰上償還 　３件）、過年納付
３７件でした。
　昨年１０月より、住宅資金回収の専門職員を置き、滞納者の調査、訪問等を行い、滞納者
の実態状況を把握して滞納金の回収に向け努力した結果、新規分納誓約者が２５人とな
り、分納誓約者が合計で５１人となりました。
  しかし、回収金額につきましては、滞納者の事情等があり、分納誓約者でも返済できない
場合もあるため、数字が思うほど上がりませんでした。

[経費の節減取組]
　かんぽ生命への返還金で利率の高いものを繰上げ償還することにより、今後の償還金支
出の軽減に寄与しました。

同左 同左 同左同左

32

出の軽減に寄与しました。

[平成２０年度実績]
　貸付金回収額　　　　現年　１３，６６０，２１３円(４４件)  過年 ６，６３２，０２９円(３７件)

　平成２０年度の一般会計からの繰入金については、かんぽ生命への償還金で利率の高
いものを繰上げ償還した額１，１５２万円が含まれています。
　
　平成２０年度繰入実績　１，４４７万円　　　平成１９年度繰入実績　１，０５３万円

財政効果額
取組効果

   滞納者の現在の状況を再調査、訪問等を行い、滞納者の実態状況を把握して貸付金の
回収に努力した結果、新規分納誓約者が２５人となりました。
　一般会計からの繰入金につきましては、平成２０年度実績は平成１９年度実績より多くな
りましたが、これは高利率の償還金の繰上げ償還をしたためです。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

基準外操出金の
縮減を図る

主担当課 人権推進課 シートＮｏ
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

① 各特別会計の収支均衡化（介護保険特別会計）

平　成　20　年　度

１．取組状況
○介護給付適正化計画の実施
　　　　医療費との突合　　     168件　　　事業者実地指導　　9事業所
　　　　給付費縦覧点検        入退所を繰り返す受給者95件　居宅介護支援請求３８件　重複請求３４件
                                     軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与７９件　算定期間回数制限等38件
        認定調査委託チェック    市内 853件   　市外 192件
○介護予防事業の推進
　　　　筋力アップ教室（運動機能維持・強化）　４月～３月　市内１２箇所　参加実人数　320人
　　　　脳の健康教室　　９月～12月　　参加人数　21人
　　　　いきいきハツラツ生活応援隊　４月～３月　　市内３箇所　　　参加延人数　544人
○介護保険事業計画の作成
　　　　介護保険制度では３年ごとの事業計画の作成が義務づけられており、平成２０年度は第4期（平成21年度
　　　　から平成23年度）の事業計画を作成しました。
　　　　事業計画では向こう３年間の給付費を推計し、その期間における第１号被保険者の介護保険料額を決定
        するとともに、介護保険の将来にわたる、事業見込みを作成するものです。この計画においても、給付適
　　　　正化や介護予防事業の成果により給付費の縮減などについても推計を行うことが見込まれることから、

取組実績

財政効果額
取組効果

[修正]         H21.4
介護給付費繰入金
の削減目標額
保険事業計画書の
標準給付費推計額
をもとに算出した介
護給付費繰入額の
１％

[修正]     H21.4
同左

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

[修正]      H21.4
同左

介護いきがい課

介護給付費繰入
金の削減目標額
前年度繰入額の
３％

主担当課 シートＮｏ． 32

基準外繰出金の
削減を図る

    平成19年度介護保険給付費　3,162,382,723円　 給付費繰入額　395,297,840円
    平成20年度介護保険給付費　3,345,411,353円　 給付費繰入額　418,176,419円（5.78％増）

　　　　正化や介護予防事業の成果により給付費の縮減などについても推計を行うことが見込まれることから、
　　　　これとの整合を図りつつ、取り組むこととします。

２．目標の達成について
　　　　介護保険給付費の12.5％が介護給付費繰入金となります。３％削減目標額については、受給者・給付額
　　　　の伸びからみても実現不可能な目標値への変更だったため達成できませんでした。
　　　　【参考】　19年度給付費繰入額395,297,840円　　20年度給付費繰入額418,176,419円　　伸び率5.78％

３．目標の変更について
　　　　平成21年度以降の取組については、介護給付適正化計画及び介護予防事業推進により、第4期介護
　　　　保険事業計画による給付費推計額をもとに算出した介護給付費繰入額の１％削減を取組目標とします。
　　　　平成21年度標準給付費推計額3,610,442,759円×12.5％×1％ ＝ 4,513,053円（平成21年度削減目標額）
　　　　平成22年度標準給付費推計額3,775,499,160円×12.5％×1％ ＝ 4,719,372円（平成22年度削減目標額）
　　　　平成23年度標準給付費推計額4,014,431,927円×12.5％×1％ ＝ 5,018,040円（平成23年度削減目標額）
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

① 各特別会計の収支均衡化（国民健康保険特別会計）

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

１．保健事業
①健康維持増進モデル地区事業
　自治会単位に地区を指定し、年間を通じて健康づくりに関する講演会、実技指導、骨密度測定及び
事後指導等を実施し地域住民の健康づくりを推進しています。
　　　■指定地区　吉田林自治会　　■実施回数　講演会及び実施指導等　９回
②健康優良世帯等表彰事業
　１年又は３年間無受診世帯の表彰及び「８０２０運動」の表彰
　　　■表彰世帯　　　　１年表彰　３８６世帯、　３年表彰　６５世帯、　８０２０運動　 ２５人
③人間ドック助成金
　被保険者生活習慣病、その他の疾病の早期発見及び予防のため、人間ドック受検者に対し20,000
円を限度額として助成し、健康の維持増進を図っています。
　　　■助成対象者数　　３１１人
④成人歯科保健推進事業
　節目年齢に、歯科医師による歯周病疾患検診を実施し、健康の維持増進を図っています。
２．収入の確保
保険税の納税相談の開催や 休日 夜間の徴収を実施しています

平　成　20　年　度

主担当課 保険課 シートＮｏ． 32

同左同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　保険税の納税相談の開催や、休日・夜間の徴収を実施しています。
３．支出の削減
①医療費適正化対策
　医療事務の経験のある臨時職員を配置し、診療報酬明細書の内容点検や縦覧点検等を行い、医
療費の適正化に努めています。
②第三者行為求償事務、頻回多重受診者の指導
　交通事故等の第三者による保険診療については、保険者負担分を過失割合に応じて損保会社に
求償しています。また、受診回数の際立って多い方や、同一疾病で複数医療機関で受診している方
を訪問指導しています。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

　健康維持増進のため各種保健事業を実施しましたが、医療費は年々増加しています。
  支出の削減としては、診療報酬明細書の内容点検で2,766千円(H20年1月～H20年12月ま
で)、第三者行為求償事務で2,953千円となりました。
　収入の確保としては、納税相談等の実施により、H21年3月末の収納率が89.48％(前年度同
月の収納率：92.02パーセント)となりました。前年度と比較しますと低下していますが、これは後
期高齢者医療制度の影響であり、県内でみると高い収納率を維持しています。
　しかし、医療費の増加や景気悪化による加入者の所得減に伴う税収減のため、一般会計から
の繰入金が、平成19年度決算額329,073千円に対し、平成20年度決算額は706,825千円となっ
ています。

平成２３年度

基準外繰出金の
縮減を図る
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目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　20　年　度

取組実績

　「後期高齢者医療制度」が平成２０年４月から創設され、老人保健が廃止となりました。
　しかし、老人保健の平成２０年３月診療分や、診療機関等の月遅れ請求に対する支払い
を行っています。
　医療費適正化対策としては、　医療事務の経験のある臨時職員を配置し、診療報酬明細
書の内容点検や縦覧点検等を行い医療費の適正化に努めるとともに、第三者行為求償事
務として保険者負担分を過失割合に応じて損保会社に求償しています。
　また、医療費を支払うための財源内訳としては、支払基金が6/12、国が4/12、県が1/12、
市が1/12となっていますが、事務費につきましては一般会計からの繰入金でまかなわれて
います

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

① 各特別会計の収支均衡化（老人保健特別会計）

主担当課 保険課 シートＮｏ． 32

平成２３年度

基準外繰出金の
縮減を図る

同左 同左 同左
[修正]　　 H21.4

います。
　老人保健特別会計については、支払いの時効が２年であるため、平成２２年度をもって閉
鎖となる予定です。

財政効果額
取組効果

　平成２０年度は、国庫分の基準である４/１２の一部が交付されなかったために、５０，９７
９，３９５円を一般会計から繰り入れました。これについては、全額平成２１年度に交付され
ます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

① 各特別会計の収支均衡化（後期高齢者医療特別会計）                  　【　新規シート　】

平　成　20　年　度

取組実績

　平成２０年度から、老人保健にかわる新たな制度として「後期高齢者医療制度」が創設さ
れ、７５歳以上（一定の障害を持つ方は６５歳以上）の高齢者が被保険者となりました。ま
た、医療機関への医療費の支払いなどの後期高齢者医療制度の運営につきましては、埼
玉県後期高齢者医療広域連合が事務を行っています。

　医療費の本人負担割合は、老人保健と同様に原則１割（現役並み所得者は３割）です
が、大きく異なる事項としては、加入者から保険料が徴収されることにあります。
　この保険料の徴収は市町村事務であり、特別会計で収支することになります。このことか
ら 保険料の滞納者に対して 電話や通知による催告を行い 収納率の向上に努めていま

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

同左 同左 同左

主担当課 保険課 シートＮｏ． 32

財政効果額
取組効果

　保険料の収納率９９．１６％で、事務費は８，３００千円です。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

基準内繰出金の
縮減を図る

ら、保険料の滞納者に対して、電話や通知による催告を行い、収納率の向上に努めていま
す。一方、保険料の徴収等に係る事務費につきましては、システム構築・改修の一部補助
を除き、一般会計からの繰入金でまかなわれています。
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 各特別会計の収支均衡化(公共下水道事業・農業集落排水事業特別会計）

平　成　20　年　度

取組実績

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

　以下の取組により経費の削減及び収入の確保に努めました。
　
（１）公共下水道事業
①建設コスト縮減のため、管渠の材質を見直しました。整備の要望が高い地域を優先的に
整備し、供用開始区域の拡大を図りました。
②今年度は、利用者拡大のため、供用開始区域内の未利用者宅訪問を全庁的な取組みと
して行い、下水道への接続を推進しました。 水道部へ委任している下水道使用料徴収事
務の契約の見直しを行いました。
③工事説明会などを通じ、早期接続の呼びかけを行ないました。
④その他の取組として、高金利の借入金を低利に借換えました。
⑤下水道使用料の平成２１年度改定に向けて、一般会計への過度の依存を解消しつつ、

計 250,705 246,676 ▲ 4,029

下水道課 シ－トＮｏ． 32

　　　　　　　前年度対比で、４０２万９千円　の削減となっています。

公共下水道事業 234,515 227,402 ▲ 7,113

農業集落排水事業 16,190 19,274 3,084

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

同左

主担当課

財政効果額
取組効果

基準外繰出金の
縮減を図る

財源確保、経費削
減の徹底を図り、
基準外繰出金の縮
減を図る。財源の
内、使用料及び手
数料については水
準の見直しを行
い、適正化を図る。

同左 同左

19年度（千円） 20年度（千円） 比較（千円）

⑤下水道使用料の平成 年度改定に向けて、 般会計 の過度の依存を解消し 、
大幅な料金改定とならないよう使用料単価の改定を行いました。

（2）農業集落排水事業
①自治会を通じて、未接続者宅への水洗化普及活動を行いました。
②水道部へ委任している集落排水使用料徴収事務の契約の見直しを行いました。

基準外繰入金の状況
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 各特別会計の収支均衡化（朝日町・小島西・児玉南土地区画整理事業特別会計）

平　成　20　年　度

取組実績

［繰入金縮減の取組］

○歳入確保のための取組
　事業費に充てるため保留地販売を促進しました。販売促進としては、公売リーフレットを
166,000部作成して、市内全戸配布及び新聞折込により熊谷・深谷・寄居・伊勢崎等広範囲
に配布しました。また、ホームページによる案内や仲介業者による紹介等も活用しながら販
売促進に努めました。保留地処分額等の実績は、次のとおりです。

財政構造の見直し

特別会計の収支均衡化

自主性・自立性の高い財政運営の確立

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

面積(㎡) 金額(円) 面積(㎡) 金額(円)

朝日町 576 35,000,000 29 1,270,403

小島西 1,862 74,000,000 255 9,974,807

児玉南 1,828 40,000,000 698 13,973,809

計 4,266 149,000,000 982 25,219,019

H20計画 H20実績
地区名

主担当課 都市計画課 シートＮｏ． 32

同左 同左

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

基準外繰出金の
縮減を図る。

同左

○歳出削減のための取組
　工事の発注時にリサイクル製品の積極的な使用や同等規格品の比較検討により経費節
減に努めました。
　また、事業を早期に終了させることによる人件費等経常経費の縮減を図るため、小島西
については平成２１年、児玉南については平成２６年にそれぞれ換地処分時期を設定し、
事業の進捗に努めました。朝日町については、平成２０年８月２９日換地処分となり清算金
徴収交付事務を進めました。

同左

財政効果額
取組効果

　上記取組により、一般会計からの繰入金の縮減を図りました。
　ただし、土地区画整理事業は、公共投資的要素が多いため、単純に収支均衡化が図れないこと、
また、全体計画の中で収支均衡化を図っていくものであることなど、事業進行中の単年度における縮
減効果が現せない面があります。また、財政効果としては、事業の目的が公共施設の整備改善と優
良な宅地の供給であることから、宅地化の増進、人口の増加等による税収の増加が期待できます。
○各会計における平成２０年度繰入金　　＊（　）内は平成19年度繰入金
　　　　朝日町 　　 82,326,000円（101,000,000円）
　　　　小島西　　106,082,000円（106,000,000円）
　　　　児玉南　　135,490,000円（113,000,000円）

取組目標

計 , , , , ,
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

財政計画の策定

① 財政計画の策定

平　成　２０　年　度

取組実績

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づく実質赤字比率・連結実質赤字
比率・実質公債費比率・将来負担比率を公表をしました。学校の改築・耐震改修、本庄早稲
田駅前整備等では、財源として地方債の借入を行いました。財政運営にあたっては、健全化
判断の基準となる４つの指標について早期健全基準を超えないよう取り組みました。
　　　　　平成１９年度決算に係る健全化判断比率　　*（）内は早期健全化基準
　　　　　　　　実質赤字比率　　　　　　 0　　（12.74）
　　　　　　　　連結実質赤字比率　　　　 0　　（17.74）
　　　　　　　　実質公債費比率　　　  　15.0　（25.0）
　　　　　　　　将来負担比率　　　　　 112.7　（350.0）

　財政計画には、実質公債費比率、経常収支比率を掲載する方向で検討を進め、実質公債費
比率を掲載することとしました。

＊平成２０年度決算に係る健全化判断比率については 平成２１年７月末をめどに監査委員＊平成２０年度決算に係る健全化判断比率については、平成２１年７月末をめどに監査委員
の審議に付し、議会への報告後ホームページ上で公表する予定です。

○人件費比率の推移　　人件費／歳出合計額＊１００（普通会計決算ベース）
　　　平成１８年度　　　２１．４％
　　　平成１９年度　　　１９．８％

財政効果額
取組効果

　４つの指標は、全国的な指標となることから、指標づくりをすることにより同規
模の団体との比較検討がよりしやすくなります。
　市財政状況に関する情報を共有することで、施策に関する「集中と選択」に理解
が得やすくなるとともに、財政構造の見直しに役立ち、過大な要求や無駄な支出に
ついて、見直しが進みます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●掲載項目や数
値目標の精査

同左 財政計画の策
定・公表

同左 同左

主担当課 財政課 シートＮｏ． 33
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① バランスシート・行政コスト計算書などの財務諸表の作成・公表（再掲）

平　成　２０　年　度

取組実績

［ バランスシート ］
○普通会計バランスシート・普通会計以外のバランスシート
　平成１９年度決算に基づく普通会計バランスシートについては、平成２０年度内の作成・公表を目指しました
が、完成が平成２１年５月末となり、６月２２日にホームページで公表となりました。
 [ 行政コスト計算書 ]
○普通会計行政コスト計算書
　平成１９年度決算に基づく普通会計行政コスト計算書については、平成２０年度内の作成・公表を目指しました
が、完成が平成２１年４月末となり、ホームページでの公表がバランスシートの公表と同じ６月２２日となりまし
た。
○普通会計以外の行政コスト計算書
　水道事業会計以外の各会計の平成１９年度決算に基づく行政コスト計算書については、今年度も各会計の担
当課に代わり、財政課で作成しました。昨年度は試作しましたが、公表はしませんでした。今回、作成した行政コ
スト計算書の公表については、普通会計のバランスシートの公表と同時にホームページ上で行いました。
［ 連結バランスシート・行政コスト計算書 ］
○連結対象として考えている一部事務組合等が未作成のため、平成１９年度決算に基づく連結バランスシート・
行政コスト計算書の作成ができませんでした。

算 づ バ が が

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政構造の見直し

財政状況の公表

主担当課 財政課 シートＮｏ． 34

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
連結バランス
シートなど財務諸
表の作成・公表

財政効果額
取組効果

  財務諸表の公表を行うことで、財政構造の見直しに寄与するとともに、自主性・
自立性の高い財政運営の確立に繋げます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

本庄市全体のバ
ランスシートおよ
び行政コスト計算
書の作成・公表

[修正]　　H20.10
同左

　市については、遅くとも平成２０年度決算に基づくバランスシートの公表が求められていますが、町について
は、平成２２年度決算に基づくバランスシートから公表することが求められています。また、公表にあたっては、
総務省が提示した新たな基準によるバランスシートによることも求められています。このため、本市が加入して
いる児玉郡市広域市町村圏組合及び本庄上里学校給食組合に確認したところ、「バランスシート・行政コスト計
算書の作成については今後において調査研究する」としていますので、取組目標を修正しました。
 [ 公表 ]
　ホームページ上で公表するとともに、本庁（財政課）及び総合支所(総務課)において、閲覧による公表を実施し
ました。なお、公表方法については、他団体の掲載方法等を参考にしながら、よりわかりやすいものになるよう
研究を続けています。
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目標

施策

実施項目

内　　容

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

産業開発などによる税収の確保

① 企業誘致条例各種奨励金の活用

平　成　２０　年　度

取組実績

　本庄市全域を対象として、企業誘致を促進させるため、「企業誘致条例」を施行していま
す。この条例に基づく各種奨励金の平成２０年度の交付実績としては、５社に合計
２０，９１３，０００円を交付しました。

　本庄いまい台産業団地内を対象として、企業誘致を促進させるため、「本庄いまい台産業
団地企業誘致促進条例」を施行しています。この条例に基づく各種奨励金の平成２０年度
の交付実績としては、４社に合計２９，０４０，０００円を交付しました。

　平成２０年１０月時点では、本庄いまい台産業団地内に新たな企業進出が予定されてい
たため、取組目標を修正しました。
　奨励金の交付実績としては、上記の２条例に基づく各種奨励金として、合計９社に総額
４９，９５３，０００円を交付しました。施設奨励金と雇用促進奨励金の交付を予定していた企
業が他に２社ありましたが、交付に至らなかったので、取組目標の１０社に届きませんでし
た。

財政効果額
取組効果

　施設奨励金（固定資産分）は３年間、法人市民税は１年間、雇用促進奨励金は１回１人１
０万円は補助金として交付しています。固定資産税は４年目、法人市民税は２年目、個人
市民税は翌年度から税額として増収となり市の財源となります。雇用促進奨励金は、市内
居住者が対象で、平成２０年度には１９人の新規雇用がありました。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

交付予定７社
[修正]　　H20.10
交付予定１０社

[修正]　　H20.10
交付予定１４社

[修正]　　H20.10
交付予定９社

[修正]　　H20.10
交付予定９社

主担当課 商工課 シートＮｏ． 35

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表
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目標

施策

実施項目

内　　容

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

産業の開発などによる税収の確保

② 本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業の推進

平　成　20　年　度

[修正]　　H21.4
●まち開き
●工事実施
●企業立地
●一部使用収益
開始
●保留地分譲

●工事実施
●企業立地
●一部使用収益
開始
●保留地分譲

取組実績

[ 本庄新都心土地区画整理事業への負担金拠出による事業推進 ]

１　区画整理事業の事業計画の変更
　平成１８年９月６日に独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）が事業認可を取得し、平成１８年
度工事着手、平成１９年度換地設計、平成２０年６月１１日に第１回の事業計画の変更がな
されました。
　事業計画の変更の内容は、「共同利用街区」等の道路の付け替えです。
２　仮換地の供覧
　ＵＲが平成２０年８月から１０月までの期間に地権者に対して仮換地の供覧を実施しまし
た。
３　仮換地の指定
　ＵＲが平成２１年３月に一部の土地について仮換地の指定を実施しました。
４　企業誘致活動
　区画整理事業地内への企業誘致活動に取り組みました。

　平成２２年度には、まち開きが予定されているため、平成２２年度の取組目標を変更しま
した。

財政効果額
取組効果

１　区画整理事業の事業計画の変更
　事業計画の変更により「共同利用街区」及び駅周辺について道路計画の変更がなされ、
企業誘致及び宅地造成についての現実的な状況に即応した状態になりました。
２　仮換地の供覧
　仮換地の供覧により地権者に対しての土地の位置及び地積が提示されました。
３　仮換地の指定
　一部の土地先行街区について仮換地の指定がなされ事業の進捗が計られました。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度

主担当課 拠点整備推進局 シートＮｏ． 35

●工事実施
●換地設計
●企業誘致活動
（２社）

●工事実施
●仮換地の指定
●企業誘致活動
（２社）

●工事実施
●企業誘致活動
（４社）
●一部使用収益
開始
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目標

施策

実施項目

内　　容

財政課 シートＮｏ．

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

未利用財産の有効活用

　市が所有している未利用資産の処分については、売払いと貸付があります。
　土地の売り払いについては、市民等からの払い下げに基づく売り払いが１３件ありまし
た。それ以外に一般競争入札によるものが１件ありましたが、購入希望者がいませんでし
た。（鑑定評価や市公有財産評価委員会により価格を決定し、それに基づき広報等により
公売を実施しました。）

  処分・貸付可能地の再検討を行うために、平成２０～２１年度事業として、市有財産台帳
整備業務を発注しました。今後、この台帳に基づいて、再検討を行います。処分地の増加と
して、市民からの払い下げに基づく売り払いのほかに、一般競争入札による処分を見込ん
でいましたが、売り払いができませんでした。平成２１年度も引き続き、未利用財産の処分
を実施します。

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

① 未利用財産の処分・貸付

平　成　20　年　度

取組実績

財政効果額
取組効果

（平成２０年度）
土地売払い収入　　　１６，０６９，５８５円（本庄市児玉町長沖地区　他１２件）
土地・建物貸付料　　１２，８６５，０４７円（利根グリーンセンター敷地　他２８件）

取組目標

平成２２年度 平成２３年度

主担当課 36

処分・貸付可能
地の再検討と拡
大

処分・貸付可能
地の再検討と処
分地の増加

処分・貸付可能
地の増加

処分・貸付可能
地の再検討

処分・貸付可能
地の検討と増加
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

一般分 11,230,572 10,856,067 96.67

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

① 収納目標の設定（市税）

平　成　20　年　度

取組実績

　平成２１年５月末現在の収納率は、一般分９７．８５％の目標に対して９６．６７％、国保分
９３．６６％の目標に対して９２．２６％となっています。
　一般分をみると、リーマンショック以来の世界的な不況の影響により、収納率が昨年同期
（９７．３２％）と比べ下がっていますが、さらに国保分については、平成２０年度から始まっ
た後期高齢者医療制度へ、比較的収納率が高い世代である７５歳以上の被保険者が加入
したことによる影響があり、収納率が前年同期（９４．３１％）に比して大きく落ち込んでま
す。これにより、平成２１年度以降の取組目標をより現実的なものへ修正しました。
　本年度は、一般的な収納率向上の取り組みとして、各税目毎に納期限を１ヶ月経過した
場合に督促状（５３，７２３通）を送付し、また、催告書（１３，０３２通）を５回にわたり発送し
て、収納率の向上に努めました。
　特別対策事業としては、１１月６日に税務経験のない本年度採用職員等を対象に税務研
修会を実施するとともに、滞納者への行政サービスの制限（各担当課により随時実施）を実
施し、収納課の事業として
　①夜間徴収の強化（原則として毎月２８日を夜間開庁し、納税および納税相談を実施）
　②徴収強化月間の実施（１２月・３月・４月・５月の各月末の夜間及び土・日の窓口開庁）
　を実施し、徴収強化月間には９，９９３，０００円の徴収実績を上げました。
　また、納税のＰＲおよび口座振替の推進を広報等により実施しました。

平成２２年度 平成２３年度

[修正]　　Ｈ21.4
目標収納率
一般９７．６％
国保９２．５％

平成１９年度

財政効果額
取組効果

　平成２０年度の取組効果は、次のとおりです。

調定額（千円） 収納額（千円） 収納率（％）

[修正]　　Ｈ21.4
目標収納率
一般９７．７％
国保９２．５％

37

取組目標

目標収納率
一般９７．８０％
国保９３．６６％

国保分 1,964,248 1,812,182 92.26

収納課 シートＮｏ．

平成２０年度 平成２１年度

目標収納率
一般９７．８５％
国保９３．６６％

[修正]　　Ｈ21.4
目標収納率
一般９７．５％
国保９２．５％

主担当課
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目標

施策

実施項目

内　　容

主担当課 介護いきがい課 シートＮｏ． 37

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２３年度

●現年度普通徴
収収納率
90.2％

●現年度普通徴
収収納率
90.5％
●滞納繰越分普
通徴収収納率
35.0%

平成２２年度

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

現年分

① 収納目標の設定（介護保険料）

平　成　20　年　度

取組実績

2,898,500 23.20

[修正]     H21.4
●現年度普通徴
収収納率
86.5％
●滞納繰越分普
通徴収収納率
34.0%

[修正]     H21.4
●現年度普通徴
収収納率
87.0％
●滞納繰越分普
通徴収収納率
34.5%

[修正]     H21.4
●現年度普通徴
収収納率
87.5％
●滞納繰越分普
通徴収収納率
35.0%

取組目標

収納額（円） 収納率（％）

　　　平成２０年度普通徴収収納状況

１．取組状況
　　介護いきがい課介護業務係及び児玉総合支所健康福祉課介護いきがい係の職員が、
　　６５歳以上の介護保険被保険者のうち普通徴収で介護保険料を納めている被保険者の
　　収納を担当しています。
　　平成１８年度より、これまで普通徴収であった遺族年金や障害年金が、特別徴収の対象
　　になり、より収入手段の少ない被保険者のみが普通徴収に残されたため、見かけ上の
　　普通徴収収納率は低下しています。
　　収納率向上に向けての取り組みは、次のとおりです。
　　①督促状…納期限到来１ヶ月後に発送
　　②電話催告…対象者を選定し、係員が手分けして実施。
　　③臨戸徴収…各職員が担当地区を随時回って実施。
　　④休日徴収…平成２０年１２月２０日・２１日に実施。

２．目標の達成について
　　現年度分・滞納繰越分いずれも目標に達しませんでした。督促状の発送時に、滞納に
　　よる利用制限の説明等を行っていますが成果が現れませんでした。また、電話催告・
　　臨戸徴収への取組体制も不十分でした。

３．目標の変更について
　　収納率向上に向けての取り組み方の再検討を行いますが、現年度普通徴収収納率の
　　取組目標については、平成１８年度の介護保険法改正を反映した収納率（平成１９年度
　　：８６％）を基準として、平成２１年度以降の取組目標を修正します。また、滞納繰越分の
　　収納率につきましても同様の理由から修正します。

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

85.68

滞繰分 12,492,300

財政効果額
取組効果

78,183,100 66,988,800

区分 調定額（円）

計 90,675,400 69,887,300 77.07
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目標

施策

実施項目

内　　容

同左

主担当課 保険課 シートＮｏ． 37-2

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

収納率９９．０％ 収納率９９．２％ 同左

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政効果額
取組効果

後期高齢者医療保険料
　　調定額　　462,664,850円　　　収納未済額　　3,855,290円　　　収納率　９９．１６％

　ただし、後期高齢者医療制度の事業主体は、埼玉県後期高齢者医療広域連合なので、
収納した保険料は、全額広域連合の収入となります。

取組目標

平成１９年度

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

① 収納目標の設定（後期高齢者医療保険料）                            　【　新規シート　】

平　成　20　年　度

取組実績

　保険課保険医療係及び健康福祉課保険医療係の５名で、後期高齢者医療制度の被保険
者のうち普通徴収で後期高齢者医療保険料を納めている方の収納を担当しています。

収納率の向上に向けて次の取り組みを実施しました。
　① 督促状　　　　　　　納期到来後約１カ月で発送
　② 電話催告　　　　　 対象者を選定して手分けして実施
　③ 臨宅徴収　　　　　 職員が随時に徴収
　④ 休日徴収　　　　　 平成20年12月20日・21日、21年3月28日・29日に実施

平成２３年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

18.47

　　　平成２０年度　収納状況

433,104,670 419,261,990 96.80現年分

34,896,540 6,447,220

区分 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％）

滞繰分

現年度分収納率
９７．５％
過年度分収納率
１７％

保育課主担当課 シートＮｏ． 38

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

同左 現年度分収納率
９８．０％
過年度分収納率
１８％

同左 同左

平　成　20　年　度

自主財源の確保

取組実績

　保育課では、保育料の収納率向上のため収納目標を設定し、現年分及び滞繰分の徴収
にあたっています。現年分と滞繰分の両方を滞納している場合、滞繰分から収納していま
す。
　保育料が３か月以上滞納となった者に対して、催告書を郵送して納付依頼し、それでも納
付のなかった滞納者に対し、一定期間の後、休日及び時間外（夜間・早朝）に管理職職員
を中心として、電話や臨宅訪問をして、納付のお願いをしています。 また、訪問時留守家庭
には、職員が来訪した旨と後日連絡を願う手紙を投函し、その後の連絡により納付相談を
行っています。
　滞納者との納付相談の際に、「児童手当」「児童扶養手当」等の受給の有無について確認
し、本人に了解のうえ、支給されている手当を現金支給に変更して、その一部を保育料に
充てています。
　今後は、「行政改革審議会答申」を踏まえ、その他の課とも連携をし、悪質滞納者に対し
て法的手段等の対応も視野に入れながら、十分協議をしながら保育料の収納率の向上に
努めていきます。
　
　上記の取り組みのとおり、滞納繰越分を中心に各戸を訪問した結果、収納率をクリアーで
きましたが、現年分が取組目標に０．７ポイント届きませんでした。今後は、取組目標を達成
するべく、上記の取り組みを積極的に実施していきます。

財政効果額
取組効果

市税などの収納率の向上

自主性・自立性の高い財政運営の確立

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

① 収納目標の設定(保育料)
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目標

施策

実施項目

内　　容

滞繰分 12,983,850 2,088,100 16.08

　　　平成２０年度　収納状況

区分 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％）

現年分 98,694,400 96,112,400 97.38

シートＮｏ． 38

現年度分　97.9%
過年度分　19.3%

現年度分　97.9%
過年度分　21.3%

現年度分　97.9%
過年度分　23.3%

現年度分　97.9%
過年度分　17.3%

現年度分　97.9%
過年度分　15.3%

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

主担当課 建築開発課

平成２２年度 平成２３年度

財政効果額
取組効果

① 収納目標の設定（市営住宅使用料）

平　成　２０　年　度

取組実績

　市営住宅の収納目標は平成１９年度現年度分９７．９％で平成２０年度以後も９７．９％に
設定しています。また、過年度分については、平成１９年度１５．３％で平成２０年度１７．
３％に設定しています。
  平成２０年度の収納状況は、現年度分目標９７．９％に対し９７．３８％であります。過年度
分目標１７．３％に対して１６．０８％であります。
　滞納している世帯に対しては、１ヶ月でも滞納した場合は、必ず督促状を発送していま
す。４ヶ月以上滞納した場合は、連帯保証人にも支払いの要請をしております。また、電話
による催告や戸別訪問を随時実施し、長期の滞納者については定期的に訪問したうえで、
分納誓約書の提出を求め納付の予定を確認しています。
　平成１９年度の現年度分の収納率は９５．９７％、過年度分は１４．４７％でありました。

市税などの収納率の向上

自主財源の確保

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立
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目標

施策

実施項目

内　　容

下水道課

現年度収納率
９９％
滞納繰越収納率
４０．５％

現年度収納率
９９％
滞納繰越収納率
４１％

現年度収納率
９９％
滞納繰越収納率
４１．５％

財政効果額
取組効果

区分

27,159,460 26,550,030

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課

調定額(円） 収納額(円） 収納率(％）

現年度分

シートＮｏ． 39

現年度収納率
９９％
滞納繰越収納率
４０％

① 収納目標の設定（下水道事業受益者負担金）

平　成　２０　年　度

取組実績

　下水道事業受益者負担金は、公共下水道が整備された地域の方から、建設費の一部を
ご負担していただく制度です。
　平成２１年３月末現在の収納率は、現年度分９９％の目標に対して９７．７５％、滞納繰越
分が４０．５％の目標に対して３４．０３％となっています。

　収納率向上のための取組として、平成２０年度についても、 ①未納者への督促状の送付
（２７５件）を実施しました。さらに、②催告書発送者（１００件）については、個別訪問集金を
実施し、特に滞納繰越分の収納に力を入れて取り組みました。

　現年度分・滞納繰越分ともに、取組目標を達成できませんでした。達成できなかった理由
としては、①現年度分の督促状送付者について個別訪問を実施しなかったこと。②滞納繰
越分についての催告書発送者は、経済不況により徴収困難な方もあり、取組目標を達成で
きませんでした。なお、３月３１日現在の収納状況は下記のとおりです。

取組目標

現年度収納率
９９％
滞納繰越収納率
４２％

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

97.75

滞納繰越分 1,439,970 490,120 34.03

平成１９年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

●現年度分収納
率　９７．２％
●過年度分収納
率　４２．５％

主担当課 水道課 シートＮｏ． 39

●現年度分収納
率　９８．０％
●過年度分収納
率　８０．０％

財政効果額
取組効果

　水道料金の収納率の向上を図ることによって、企業会計の財政運営が健全化することに
繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●現年度分収納
率　９７．４％
●過年度分収納
率　５０．０％

平　成　20　年　度

取組実績

　水道料金の未納者に対しましては、電話による催告や訪問集金、複数回以上の未納者
に対する停水措置等を行い、収納率向上に取り組んできましたが、下記のとおり平成２０年
度の過年度分については目標を達成することができましたが、現年度分については目標を
達成することができませんでした。

　本庄市水道事業におきましては、平成２０年度の現年度分収納率は９７．９８％であり、過
年度分（平成１４年度～１９年度）の収納率は８３．７６％です。
　また、児玉水道事業におきましては、平成２０年度の現年度分収納率は９４．４８％であ
り、過年度分（平成１４年度～１９年度）の収納率は４２．２６％です。
　本庄水道事業と児玉水道事業を合わせた全体では、平成２０年度の現年度分収納率は９
６．８５％であり、過年度分（平成１４年度～１９年度）の収納率は５１．８７％となりました。

　今後の取り組みにつきましては、平成２１年２月より民間業者に収納業務等を委託したこ
とにより今まで取り組んできた電話による催告や訪問集金等の継続、２回分以上の料金未
納者に対する給水停止措置を含む対応の実施の徹底などにより現年度分の収納率を高め
ることを重要課題とし全体的な目標達成をめざします。

●現年度分収納
率　９７．６％
●過年度分収納
率　６０．０％

●現年度分収納
率　９７．８％
●過年度分収納
率　７０．０％

市税などの収納率の向上

① 収納目標の設定（水道料金）

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保
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目標

施策

実施項目

内　　容

調定件数に占め
る口座振替件数
の割合
３１．１％

収納課 シートＮｏ．

[修正]　  　Ｈ21.4
調定件数に占め
る口座振替件数
の割合
３０．０％

[修正]　  　Ｈ21.4
調定件数に占め
る口座振替件数
の割合
３０．１％

[修正]　  　Ｈ21.4
調定件数に占め
る口座振替件数
の割合
３０．２％

主担当課

調定件数に占め
る口座振替件数
の割合
３０．２％

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

40

取組実績

　平成２０年度末における口座振替による収納状況は２９．８％であり、これは平成２０年度
の目標３０．２％に対し、０．４ポイント下回りました。
　なお、口座振替の契約件数については、前年度末対比２，０００件の減少となっています。
　件数の減少及び目標を下回った原因としては、医療制度の改正により、比較的口座振替
の割合が高かった国民健康保険の７５歳以上の被保険者が、後期高齢者医療制度に代
わったことが、口座振替割合を押し下げた要因となっています。これにより、平成２１年度以
降の取組目標を変更いたします。
　
　口座振替促進の一般的な取り組みとして、広報ほんじょうの紙面や窓口に来庁納付した
場合等において随時ＰＲしていますが、さらに口座振替率の向上を目指し、積極的な推進
を実施していきます。

財政効果額
取組効果

　口座振替件数が増加することにより、収納率の向上に寄与するとともに、自主財源の確
保に繋がります。また、口座振替件数が増えることにより、各納期ごとの納め忘れが減少
し、督促状の発送件数が減少することも期待できます。

取組目標

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

② 口座振替の促進（市税）

平　成　20　年　度

平成２３年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
１８．５％

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
１９．０％

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
１５．０％

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
１７．５％

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
１８．０％

主担当課 介護いきがい課 シートＮｏ． 40

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

財政効果額
取組効果

平成２１年３月３１日現在　口振者の割合　１６．９％
　　　　　　（　普通徴収納付者　２，５０３名　　口座振替者　４２４名　）

　普通徴収に占める口座振替の割合を高くすることにより、収納率が向上し、安定した財政
運営が確立されます。また、督促状等の発送件数が減ることから、事務量及び経費の軽減
を見込むことができます。

取組実績

１．取組状況
　　介護保険料は年金からの特別徴収が大部分を占め、普通徴収による納付を行っている
　　被保険者は少数です。口座振替による収納については、納め忘れ等がなく、納付する
　　手間の軽減も図れるとともに収納の確保に役立つため、口座振替による納付の推進を
　　図っています。

　　平成２１年３月３１日現在　口座振替者の割合　１６．９％
　　　　　（　普通徴収納付者　２，５０３名　　口座振替者　４２４名　）
　　口座振替の促進の取り組み
　　　①普通徴収納付書発送時に口座振込の説明の入ったパンフレットを同封
　　　②納期ごとに「広報ほんじょう」へ掲載
　　　③納付書送付用等の封筒でのＰＲ
　　　④銀行窓口に口振申込用紙の設置

２．目標の達成について

　　口座振替の啓発活動は行ってきましたが、取組目標を達成できませんでした。
　　普通徴収納付者には、口座振替による収納のメリットの周知を強化します。

② 口座振替の促進（介護保険料）

平　成　20　年　度
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目標

施策

実施項目

内　　容

主担当課 保険課 シートＮｏ． 40-2

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
３１．６％

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
３２．０％

取組目標

取組実績

　後期高齢者医療保険料は、原則、特別徴収になっています。普通徴収で納付していただ
く方は少数ですが、高齢のため、納付書により金融機関の窓口等で納めるのが困難です。
その点、口座振替であれば、被保険者の負担の軽減になるとともに、収納の確保にもなる
ため、口座振替の推進を図りました。

　　次の取り組みを行いました。
　　　①　普通徴収納付書の発送時に口座振替推進のパンフレットを同封
　　　②　「広報ほんじょう」への掲載
　　　③　銀行窓口に口座振替申込用紙の設置

財政効果額
取組効果

平成２１年３月３１日現在

　　　　普通徴収納付者　　 １，７５６人　　　　　　　　口座振替者　　４８５人
　　　　口座振替者の割合　　２７．６％

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

② 口座振替の促進（後期高齢者医療保険料）　                            【　新規シート　】

平　成　20　年　度

平成２３年度

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
２７．６％

平成１９年度 平成２０年度

普通徴収対象者
に占める口座振
替者の割合
３０．６％

平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

　  保育課では、保育料の納め忘れや、保護者の納付に掛かる毎月の負担を軽減するた
め、保育料の口座振替の促進に取組んでいます。

　①保育園への新規入所申込み時及び、継続申込み時に、現金納付を行っている保護者
     に対して、担当職員が「本庄市税等口座振替依頼書」を手渡しながら保育料の口座振
　　 替のお願いをしています。
　②「広報ほんじょう」の入所案内記事掲載時に口座振替をＰＲします。
　③現金納付者へ納付書を発送する際に[保育料の口座振替について］という通知を同封
     します。
　④継続して入所する児童は、保護者の負担軽減のため、現在入園中の保育園が取りまと
     めて入所申請書を提出していますが、その際、各民間保育園の協力を得て口座振替依
     頼書も併せて提出してもらいようにします。
　⑤現金納付の未納者への徴収業務にあたり、口座振替への切替えを依頼します。
　
　取組目標を次のとおり修正しました。入退所により対象者数が変動してしまうため、現金
での納付者数を年度末における入所者数の１０％以下とすることに見直しました。

［平成２０年度の取組実績］　　平成２０年４月現在の入所者数１，９０９人のうち現金納付者
は２７２件で１４．２５％となっており、率としては４．２５％、件数では８１件が未達成となって
います。

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

保育課

市税などの収納率の向上

[修正]　　H20.10
現金での納付者
数
年度当初の入所
者数の１０％以
下

　保育料を納め忘れる人が減り、納付が遅れた結果、滞納するというケースを未然に防ぐこ
とができます。また、保護者の納付に掛かる毎月の負担を軽くするとともに、納付書の封入
と送付の事務量、郵便料、現金を取り扱う危険性などを減らすことができます。これらのこと
により、収納率を向上をさせ、自主財源の確保による自主性・自立性の高い財政運営の確
立が図られます。

主担当課 シートＮｏ． 41

[修正]　　H21.4
現金での納付者
数
年度末の入所者
数の１０％以下

自主性・自立性の高い財政運営の確立

財政効果額
取組効果

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

[修正]　　H21.4
同左

② 口座振替の促進(保育料)

平　成　20　年　度

現金での納付者
数　１６０件
対前年度増減数
▲２２件

[修正]　　H21.4
同左

自主財源の確保

取組実績

取組目標
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目標

施策

実施項目

内　　容

主担当課 建築開発課 シートＮｏ． 41

財政効果額
取組効果

　口座振替（市営住宅使用料）にした場合、入居者にとって納付する手間が軽減され、また
収め忘れなども無くなります。その結果、収納率の向上や督促に関する事務の軽減が図れ
ます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

通知発送時及び
納付時にＰＲ
全体で70.2%

※実際の口座振
替率を調査し目
標値を見直す

通知発送時及び
納付時にＰＲ
全体で71.2%

※同左

② 口座振替の促進（市営住宅使用料）

平　成　２０　年　度

取組実績

　口座振替（市営住宅使用料）について、納付書払いの既存入居者については、建築開発
課住宅係からの通知の中に口座振替の依頼文書を入れています。また、窓口に来たとき
には、口座振替への切替えのＰＲをしています。新規の入居者は原則口座振替としていま
す。
　平成１９年度の口座振替率は、７１．２％でした。平成２０年度の取組目標７１．２％に対
し、７０．７％の口座振替率でした。現時点においては、口座振替率は、横ばい状態であり
ます。これは新規口座振替利用者と市営住宅から引越した旧口座振替利用者が同程度の
人数だったことによります。

通知発送時及び
納付時にＰＲ
全体で72.2%

※同左

通知発送時及び
納付時にＰＲ
全体で73.2%

※同左

通知発送時及び
納付時にＰＲ
全体で74.2%

※同左

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上
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目標

施策

実施項目

内　　容

規賦課

※児玉地域に新

同左 同左同左

主担当課 下水道課 シートＮｏ． 42

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

封筒、お知らせ
等の印刷物・説
明会で促進

同左

② 口座振替の促進（下水道事業受益者負担金）

平　成　２０　年　度

取組実績

　受益者負担金は、新たに下水道が整備された地域の土地の所有者に対し、賦課されるも
のです。この納付は一時的なもので、負担金を５年に分割し、なお１年分を４期に分けて、
計２０回の納付方法をとっております。一括納付による報奨金制度を利用する方が多いた
め、納付期限等の関係で、口座振替の促進が困難な状況にあります。

　平成２０年度におきましては、説明会での口座振替のＰＲや受益者の申告時に口座振替
依頼書の配布など、口座振替の促進に努めました。

財政効果額
取組効果

　口座振替を促進することで、納付書の消し込み事務が減少し、事務の効率化が図れま
す。

取組目標

平成１９年度

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上
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目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　20　年　度

取組実績

　口座振替を利用することにより、水道使用者が水道料金の支払いを忘れたり、二重に納
付することがなくなります。また、水道使用者が水道料金の支払いのために、金融機関等
に足を運ぶ手間がなくなります。
　口座振替率が高くなることにより、水道料金の収納率の向上や督促に関する事務の軽減
が図られるとともに、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋がります。

財政効果額
取組効果

　水道課、児玉水道課及び下水道課の窓口に口座振替案内書の常置、水道給水開始の
受付時における口座振替納付のお願いなど、口座振替の促進に努めました。さらには、現
金納付者に納付書を送付する際に「口座振替納付のお願い」を同封し、口座振替の促進を
図りました。

　このような取り組みにより、平成２０年度末時点（平成２１年２月・３月分の計）における口
座振替率は７８．８２％となり、取組目標を達成することができました。

口座振替率
７８．５％

口座振替率
８０．１％

口座振替率
７８．８％

平成２０年度

シートＮｏ． 42

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

② 口座振替の促進（水道料金）

主担当課 水道課

口座振替率
７８．９％

口座振替率
８０．０％

取組目標

平成１９年度

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立
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目標

施策

実施項目

内　　容

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

取組目標

平成１９年度

　納税推進員収納額　　１６５，５５７，３４２円
財政効果額
取組効果

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

●収納組織の見
直し・再編
●総合支所の活
用

同左 同左 同左 同左

市税などの収納率の向上

③ 収納体制の強化(市税)

平　成　20　年　度

取組実績

　収納課の職員体制としては、管理係・収納係・児玉税務係の３係を配置し、職員数２０名
で収納業務を実施していましたが、児玉総合支所の児玉税務係は、総合支所にある税務
関係の窓口がそこ一つであるため、課税課の所管する業務も実施しているところから、本
年度見直しを行い、平成２１年度より児玉税務係に代わり、総合支所市民課に税務係を置
くこととなりました。

　収納体制としては、地区別に担当者を決め、本庄地域６名、児玉地域２名、その他の地域
２名の担当者を配置し、収納率の向上に努めました。

　職員づくりについては、年度当初、各係ごとに年間事業計画や業務担当について協議し、
効果的・効率的に収納業務が行えるよう意思統一を図りました。人事異動等により担当が
代わった場合については、前任者との調整など職場内研修を実施しました。
　また、埼玉県主催による税務研修に計画的に職員を参加させ、収納業務に必要な知識の
習得に努め、収納体制の強化に役立てました。

　今年度においても、市税等の収納業務の効率的な運営を図ることを目的に「納税推進
員」を設置しています。非常勤の特別職として、本庄地域担当と児玉地域担当各１名の合
計２名を配置し、税収の確保に努めました。

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 収納課 シートＮｏ． 43
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目標

施策

実施項目

内　　容

介護いきがい課 シートＮｏ． 43

同左

主担当課

同左 同左

財政効果額
取組効果

　第１号被保険者が負担する介護保険料は、介護給付費と地域支援事業に係る経費の１
９％を確保するための重要な財源であり、収納体制を強化し、収納率を向上することによっ
て、安定的な介護保険事業を運営することができます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

平成２３年度

●収納担当地区
の見直し
●総合支所との
連携強化

同左

③ 収納体制の強化（介護保険料）

平　成　20　年　度

取組実績

　介護保険制度では、介護保険給付費と地域支援事業に係る経費の１９％を第１号被保険
者（６５歳以上の高齢者）が負担する介護保険料で賄うこととされています。
　大部分の第１号被保険者は、年金から直接天引きされる特別徴収で保険料を納付してい
ますが、６５歳になったばかりの方や無年金等の一部の被保険者は、納付書による普通徴
収の方法で保険料を納めています。

○収納体制
　収納体制としては、市内に担当区域を設け、介護いきがい課介護業務係の職員５人と健
康福祉課介護いきがい係３人の職員で連携し、収納にあたっています。ベテランの職員
が、新たに徴収に携わる職員を指導したり、あるいは、様々な研修などに職員を参加させる
ことにより、収納体制の強化を図っています。なお、収納課による納税相談等の際に、介護
保険料の納付についても相談があった場合には、収納課と連携を図り収納業務に努めて
います。

○平成２０年度の実績
　　現年度分介護保険収納率　９８．５％　　　収納額　現年度分　６５８，０５３，６００円

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表
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目標

施策

実施項目

内　　容

同左

平成２２年度

平　成　20　年　度

取組実績

同左 同左

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

支所との連携の
強化

主担当課 保険課

　保険課保険医療係３名、健康福祉課保険医療係２名の計５名で収納にあたっています。
　
　後期高齢者医療制度の加入者は、７５歳以上の高齢者のため、金融機関に出向いての
納付書による納付が困難な方や口座振替の手続きがスムーズにできない方も多いものと
思われます。そういった方のために、納付期限前後に集金に伺って、保険料を収納しまし
た。このような対応が迅速にできるように、本庄地域は保険課で、児玉地域は健康福祉課
で受け持つこととしました。

財政効果額
取組効果

　平成２０年度　後期高齢者医療保険料収納率　99.16％

取組目標

シートＮｏ．

平成２３年度

43-2

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

③ 収納体制の強化（後期高齢者医療保険料）　　　　　　　　　　　　　　 　【　新規シート　】

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表
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目標

施策

実施項目

内　　容

平成１９年度

③ 収納体制の強化(保育料)

平　成　20　年　度

徴収区分を分担
するなど、効率よ
く徴収を行う。

同左

財政効果額
取組効果

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

　保育料の収納体制を強化し、自主財源の確保することによって、自主性・自立性の高い
財政運営の確立に繋げます。
　「①の収納目標の設定（保育料）」の取組効果により、滞納繰越分について改善がみら
れ、今後についても、上記の取組を推進していきます。

44

取組目標

主担当課 シートＮｏ．

平成２２年度 平成２３年度

保育課

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

取組実績

同左 同左 同左

平成２０年度 平成２１年度

[ 平成２０年度の取組状況 ]

　保育料を滞納させないため、また、滞納があった場合はより効率的に徴収するために、保
育料の収納体制の強化を図っています。

　滞納者を減らせるように、口座振替の徹底を進めるほか、児玉総合支所健康福祉課と連
携し、職員一丸となって、電話催告や臨宅徴収による滞納整理を行っています。また、市立
保育所の所長にも所管保育所の滞納情報を伝え、児童送迎の際などの保護者来所時に
催告し、滞納金の徴収を行っています。

　また、非常勤職員による「保育料徴収員」の設置について検討したところ、費用対効果を
考慮して、設置には至りませんでした。

- 74 -



目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

　現在、市営住宅使用料を滞納している世帯に対しては、毎月全戸に督促状等を送付し、
請求しています。また、滞納額が４ヶ月以上になった場合には、電話による督促及び連帯
保証人に文書を送付し、納付の依頼や要請をしています。６ヶ月以上滞納した場合は、電
話及び戸別訪問により督促を実施しています。
　訪問の実施は、月に２回以上行い、定期訪問は担当課長補佐、係長で実施し、それ以外
も担当者などを含め２人１組で必要に応じ、実施しています。都市整備課（児玉総合支所）
等とも情報交換し、連携を図っています。
　今後も定期訪問を月２回以上行い、課全体で対応し、体制の強化に努めます。また、平
成２０年度の職員の研修は、埼玉県公営住宅協議会の研修会４回・同ブロック別会議に１
回・その他研究会に２回出席し、情報収集や意見の交換に努めました。

財政効果額
取組効果

　今まで、長期にわたり滞納していた世帯に対して、督促状送付や戸別訪問実施により、納
付を促すことで、滞納者の意識を変え、結果として市営住宅使用料の納付が期待されま
す。

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

取組目標

平成１９年度

③ 収納体制の強化（市営住宅使用料）

平　成　２０　年　度

主担当課 建築開発課 シートＮｏ． 44

同左

※同左

同左

※同左

訪問担当者を決
め定期的に訪問
徴収を実施（月に
2回以上）
※処遇困難ケー
スについては管理
職の訪問を実施

同左

※同左

平成２１年度

同左

※同左

平成２２年度 平成２３年度平成２０年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

　個別に訪問することで、滞納者の意識を変え、下水道事業受益者負担金の確保を図ると
ともに、下水道会計の経営健全化を促進し、自主性･自立性の高い財政運営の確立を図り
ます。

財政効果額
取組効果

主担当課 下水道課 シートＮｏ． 45

管理職による夜
間徴収の実施・
督促時、出納閉
鎖前（年5回）
※児玉地域に新
規賦課

同左 同左

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

管理職による夜
間徴収の実施・
出納閉鎖前（年１
回）

③ 収納体制の強化（下水道事業受益者負担金）

平　成　２０　年　度

取組実績

　平成２１年３月末の収納率は、現年度分９７．７５%、滞納繰越分３４．０３％です。
　現行の収納体制は、担当者１名で収納業務を行っています。今年度についても、現年度
分の未納者に対して督促状（２７５件）を送付し、さらに滞納繰越分の未納者（100件）に対し
ては、全員の個別訪問を実施しました。引き続き、出納閉鎖前に管理職による戸別訪問を
実施し、効果を得ました。また、下水道事業団による、下水道セミナーに参加し、知識の向
上に努めました。
　県が実施している「利根川右岸流域下水道の児玉幹線（下水道管）」の完成に合わせ、市
が整備を行っている児玉地域の公共下水道について、児玉地域の公共下水道供用開始
（平成２１年４月）に伴い、受益者負担金条例の制定を行いました。
　条例の制定により、下水道が整備された地域の方（３１６名）を対象に、児玉総合支所大
会議室で２月４日・６日の２日間、説明会を開催し、１３２名の出席がありました。また、欠席
者には、当日の資料、質疑等を送付し、受益者負担金への理解を得ました。

同左

※条例の制定、
児玉地域対象の
負担金説明会

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上
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目標

施策

実施項目

内　　容

主担当課 水道課 シートＮｏ． 45

検針業務から料
金収納業務及び
未納者対策（停
水）業務までの一
括業務委託の実
施

③ 収納体制の強化（水道料金）

平　成　20　年　度

財政効果額
取組効果

　収納体制を強化することにより、企業会計の自立した健全財政の確立に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●職員による集
金事務の実施
●収納事務の委
託検討

　従来より実施している職員による電話催告を定期的に実施しています。また、電話催告で
応じない使用者については、自宅等に訪問し、その実態の把握や納付催告を実施していま
す。電話催告に並行して督促状（納付催告）の発送を実施しています。これらの作業により
現在の居住状況等を把握し必要に応じ臨宅し、その状況の把握に努めています。また、未
納額が多額になっている場合は分割納付の方法等、納付者と協議しその履行に努めてい
ただくよう取り組んでいます。
　このような取り組みにも応じない使用者については、やむなく水道法第１５条第３項「・・・
料金を支払わないとき・・・は、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、そ
の者に対する給水を停止することができる」及びこの規定に基づく本庄市水道事業給水条
例第３7条の規定により給水を停止しています。
　さらに、平成２１年２月より上記業務については民間委託とし、専門的なノウハウを生かし
収納業務の徹底を図っていくこととしました。

同左

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

同左 同左

取組実績
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

平成２２年度 平成２３年度

自主財源の確保

市税などの収納率の向上

取組実績

　本庄市税収確保推進本部により決定された方針により、市税の収納率の向上のため、滞
納者への行政サービスの制限を実施しています。これにより、補助金交付申請や市営住宅
入居申請などの受付時に各事業の担当課で相談などを含め、随時対応しました。
　対象事業は２８件で、事業の廃止等により昨年度（３０件）より２事業減となっています。

　各事業の取組状況については、年度終了後に各事業の担当課に実施状況の報告を求め
ました。

財政効果額
取組効果

　指導により、確実に納税に繋がったケースが３件ありました。
　補助金交付申請などの行政サービスを提供する際に税の滞納が判明した場合には、収
納課で納税相談をする機会に繋がるため、滞納者及び滞納額の減少が期待できます。

④ 補助金交付や市営住宅入居などの条件（市税の完納など）の強化

平　成　20　年　度

主担当課 収納課 シートＮｏ． 46

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

対象事業の把
握・検討

同左 同左 同左 同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

① 使用料、手数料、減免割合の見直し

平　成　２０　年　度

平成２３年度

●料金設定の対
象となるコストの
範囲や算定方法
の明確化
●コスト負担割
合の明確化

取組実績

　使用料及び手数料については、現状に即したものとするため、必要に応じて見直しを行っ
ています。見直しにあたっては、住民の受益又は行政経費に対応した適正な額とするた
め、公共料金検討委員会（副市長、企画財政部長を含む委員１０名による庁内組織）を開
催し、検討しています。　使用料及び手数料は、そのサービスを利用する特定の方が利益
を受けるという前提から、利用者（受益者）に対し適正な負担を求める必要があります。例
えば、施設の維持経費や運営に要する経費は税金でまかなうため、使用料が低すぎる場
合には、結果として施設を利用しない方の負担が増大することになります。そのため、使用
料及び手数料の料金設定の対象となるコストを算出した上で、適正な使用料及び手数料を
定める必要があります。
　しがたって、料金設定の対象となるコスト範囲や算定方法を明確にし、また算出されたコ
ストのうち利用者が負担する割合についても明確にすることが必要となります。平成２０年
度は、７件の使用料等について検討を行い、「水道料金」「公共下水道使用料金」「児玉公
共下水道事業区域の受益者負担金」など６件について料金の見直しを実施しました。
　今年度は、各手数料・使用料に共通して適用できる算定方法や負担割合を明確にするま
でには至りませんでした。そのため、平成２１年度以降の取組目標を修正しました。

自主財源の確保

使用料や手数料などの適正化

［修正］　　H2１.4
●コストを算出
し、負担割合を基
に料金の見直し
を行う

［修正］　　H2１.4
同左

＜見直された使用料・手数料・・・改定日＞
●水道料金（改定）・・・平成２１年４月１日
●水道に関する証明手数料（改定）・・・平成２１年４月１日
●給水開始・給水休止手数料（廃止）・・・平成２１年４月１日
●私設消火栓の消防演習立会い手数料（廃止）・・・平成２１年４月１日
●児玉公共下水道事業区域の受益者負担金（新規設定）・・・平成２１年４月１日
●公共下水道使用料金（改定）・・・平成２１年４月１日

主担当課 企画課 シートＮｏ． 47

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

[修正］　　H2１.4
同左

財政効果額
取組効果

●料金設定の対
象となるコストの
範囲や算定方法
の明確化
●コスト負担割
合の明確化
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目標

施策

実施項目

内　　容

主担当課 企画課 シートＮｏ． 48

広告収入２００万
円

同左 同左

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

自主財源の確保

その他財源の検討

① 有料広告の導入

平　成　２０　年　度

　 有料広告は、市が管理する資産を有効活用することにより、民間事業者その他の事業者
の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、市の財源を確保することを目的と
し、平成１９年３月に本庄市有料広告事業取扱要綱を定めて開始しました。現在、ホーム
ページ及び封筒を広告媒体として有料広告を募集していますが、政治又は宗教に関するも
の、青少年保護及び健全育成に反するもの、求人広告又はこれに類するもの、貸金業に関
するものなど掲載することができないとする「掲載基準」を設けて実施しています。
　ホームページのバナー広告については、トップページに設けてある広告スペースを４枠か
ら８枠に拡大し、１月あたり２万円の設定とし、公用封筒については、封筒裏面に５枠及び６
枠の広告スペースを設け、１枠あたり１枚１円の設定で広報紙とホームページを通して募集
を行いました。さらに、国民健康保険証の更新時に保険課が使用する封筒を新規の広告
媒体として、広告スペースを６枠、１枠あたり１枚１円で募集を実施しました。広報紙につい
ては、市政情報のスペースとは別に広告スペースを設けるため、広報のページ数が増加す
ることに繋がってしまいます。それにより印刷費が増加すること、また、紙面のレイアウトの
問題から一定以上の安定した広告募集が必要となります。そのため、平成２０年度は募集
を行いませんでした。今後、需要を見極めて募集していく方針です。

財政効果額
取組効果

●ホームページバナー広告　収入１３８万
　（内訳） ２万×４枠×１２ヶ月（Ｈ２０．４～Ｈ２１．３）、 ２万×１枠×８ヶ月（Ｈ２０．８～Ｈ２１．３）
　　　　　　２万×１枠×７ヶ月（Ｈ２０．９～Ｈ２１．３）、２万×２枠×３ヶ月（Ｈ２１．１～Ｈ２１．３）
●公用封筒　収入４４．４万
　 (内訳）角形２号・・・３万×３枠（Ｈ２０．１０から約１年間使用）
　　　　　  長形３号・・・３万×５枠×２回（Ｈ２０．６及びＨ２０．１０から約４ヶ月使用）
　　　　　　国民健康保険証送付用封筒・・・１万８千円×３枠（Ｈ２０．９から約半年使用）
●合計収入　１８２．４万円

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

広告収入１００万
円

広告収入１５０万
円

取組実績
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 扶助費の見直し

平　成　20　年　度

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

義務的・準義務的経費などの見直し

取組実績

　福祉課では、事業の目的に基づき、適正な予算執行を実施しました。なお、事業の実施
状況は、次のとおりです。

（１）市単独事業（扶助費）の実施状況について
①外国人高齢者福祉手当
　　・支給目的　　　　　　　：無年金外国人の福祉増進
　　・支給時期及び方法　：９月と３月に６ケ月分をまとめて支給　　　口座振込
　　・支給対象者　　　　　 ：大正１５年４月１日以前に生まれた無年金の外国人
　　・支給金額　　　　　　　：月額 ５，０００円を支給
　　・支給実績　　　 　　　：支給対象者３名・支給総額１８０，０００円
②難病患者見舞金
　　・支給目的　　　　　　：治療が困難な患者の福祉増進
　　・支給時期及び方法：３か月毎に申請をまとめ４月、７月、１０月及び１月に支給
・支給対象者 ：難病患者見舞金支給要綱に定めた病名の診断を受けている方

財政効果額
取組効果

　市単独事業の見直しについては、効果を見ながら慎重に対応することにしますが、市民
の理解が得る中で実現できれば歳出の節減合理化が進み、財政運営の確立に繋がりま
す。

主担当課 福祉課 シートＮｏ． 49

同左 同左 同左

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

事業の目的・主
旨を十分踏まえ
た適正執行

同左

　　 支給対象者　　　 　：難病患者見舞金支給要綱に定めた病名の診断を受けている方
　　・支給金額　　　　　　：３０，０００円
　　・支給実績　　 　　　：支給対象者２３名・支給総額６９０，０００円
③心臓病児見舞金
　　・支給目的　　　　    　：経済的な負担と精神的な負担を軽減
　　・支給時期及び方法　：申請ごとに決定し、随時支給
　　・支給対象者　 　　　　：年度内に心臓の手術をする児童の保護者に支給
　　・支給金額　　　　　　　：１００，０００円
　　・支給実績　　　 　　　：支給対象者３名・支給総額３００，０００円

（２）国・県の補助事業等（障害者地域生活支援事業、重度心身障害者医療費支給事業、
在宅重度心身障害者手当支給事業、特別障害者手当等支給事業、生活保護費支給事業）
についても、適正な執行を実施しました。
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 扶助費の見直し

平　成　２０　年　度

取組実績

　介護いきがい課では、事業の目的・主旨を十分踏まえた扶助費の適正執行を実施しました。なお、
その事業内容は、次のとおりです。

①敬老祝金の支給　　　条例の規定どおり支給
　・支給目的　　高齢者の長寿を祝い福祉の向上に寄与
　・支給時期　　９月３日から９月５日まで
　・支給方法　　介護いきがい課の窓口で、本人又は家族（代理人含む。）が受領（来庁できない方に
                     は個別対応しました。）
　・支給対象及び金額　　７７歳　１０，０００円　８８歳　２０，０００円　９９歳以上　３０，０００円
②介護者手当の支給　　条例の規定どおり支給
　・支給目的　　介護の労をねぎらうとともに高齢者の在宅福祉の増進
　・支給時期　　年３回（４月、８月、１２月）支給
　・支給方法　　口座振込
・支給対象 ６０歳以上で要介護４及び５の市民を同居して介護している家族

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

義務的・準義務的経費などの見直し

主担当課 介護いきがい課 シートＮｏ． 49

同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　敬老祝金の支給については、口座振込にするべきだというご意見をいただきますが、毎
年１回限りの振込みのために１，０００件前後の口座紹介、確認、管理に要する時間、費用
等を勘案し、本年も来庁していただく方法といたしました。どうしても窓口に来られない方に
ついては、口座振込等の対応をし、受領を拒否された方を除き、すべての該当者に支給し
ました。また、介護者手当及び介護保険利用者負担の助成については、それぞれの目的・
主旨を十分踏まえた適正執行に努めました。今後は、敬老事業の意見を聞く会で出された
意見を踏まえ、扶助費の見直しについて調査・検討し、市民の理解を得る中で実現できれ
ば、歳出の節減合理化が進み、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

事業の目的・主
旨を十分踏まえ
た適正執行

同左

　 支給対象　　６０歳以上で要介護４及び５の市民を同居して介護している家族
　・支給金額　　月額８，０００円を４か月分（３２，０００円）まとめて支給
③介護保険利用者負担の助成　　　要綱の規定どおり支給
　・支給目的　　低所得者の負担の軽減を図るとともに、介護サービス利用の拡充
　・支給時期　　申請に基づき随時
　・支給方法　　口座振込
　・支給対象　　住民税世帯非課税世帯に属する被保険者（生活保護者を除く）
　・助成額（率）　　自己負担額のうち老齢福祉年金受給者５０％、その他２５％

- 82 -



目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

　子育て支援課では、事業の目的・趣旨を踏まえ、扶助費の適正執行に努めています。
　その事業内容は、次のとおりです。
①児童手当支給事業：法令の規定どおり支給
　・支給目的　子育て家庭の生活の安定
　・支給時期及び方法　年３回（２月、６月、１０月）　口座振込
　・支給対象　１２歳到達年度末までの児童を養育している者
　・支給金額（月額）　３歳未満の児童 １０，０００円
　　　　                   ３歳以上の児童  第１子・第２子 ５，０００円、第３子以降　１０，０００円
②児童扶養手当支給事業：法令の規定どおり支給
　・支給目的　母子家庭等の生活の安定と経済的自立促進
　・支給時期及び方法　年３回（４月、８月、１２月）　口座振込
　・支給対象　父母の離婚等で父と生計を同じにしていない児童や父に一定の障害のある
　　　　　　　　　児童を養育している者
支給金額（月額） 全部支給 ４１ ７２０円 部支給 ４１ ７１０円 ９ ８５０円

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

義務的・準義務的経費などの見直し

① 扶助費の見直し

平　成　２０　年　度

　・支給金額（月額）　全部支給 ４１，７２０円 　一部支給 ４１，７１０円～９，８５０円
③母子家庭自立支援給付金等支給事業：法令に基づく市要綱により支給
　・支給目的　母子家庭の経済的自立促進
　・支給時期及び方法　随時　口座振込
　・支給対象　母子家庭の母で教育訓練対象講座受講者、高等技能訓練修業者
　・支給金額　教育訓練給付金　講座受講費の２０％
　　　　　　　　　高等技能訓練促進費　月額１０３，０００円（上限１２か月）
　※事業に伴う消耗品費や通信運搬費等の事務的費用についても、出来る限りの削減
　　に努めています。

財政効果額
取組効果

　上記は国庫負担金・県費負担金を伴う事業で、国・県が進める子育て家庭の経済的支援
や自立促進を支援するものです。これら扶助費の削減は難しいが、事業の目的・主旨を十
分踏まえ適正執行に努めていくことで、歳出の節減合理化が図られます。

平成２３年度

事業の目的・主
旨を十分ふまえ
た適正執行

同左 同左 同左 同左

主担当課 子育て支援課 シートＮｏ． 49

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

義務的・準義務的経費などの見直し

　保険課では、事業の目的・主旨を踏まえた扶助費の適正執行を実施しました。

１．乳幼児医療費支給事業
　乳幼児の医療費の一部を助成することにより、保健の向上とともに、子どもを産み育てや
すい環境づくりなど、福祉の増進を図っています。
　■対象年齢　　外来・入院とも小学校就学前まで
　
２．ひとり親家庭等医療費支給事業
　ひとり親家庭の親及び子ども等の医療費の一部を助成することのより、保健の向上ととも
に、子どもを育てやすい環境づくりなど、福祉の増進を図っています。
　■対象者　親（又は養育者）及び子ども
　■支給範囲　子どもが１８歳になる日の年度末まで
　■支給額　一部負担金から自己負担額を控除した額
　■自己負担額　入院１日1,200円　外来１カ月1,000円

① 扶助費の見直し

平　成　20　年　度

取組実績

主担当課 保険課 シートＮｏ． 49

取組目標

平成２１年度

事業の目的・趣
旨を十分踏まえ
た適正執行

平成２２年度 平成２３年度

財政効果額
取組効果

平成１９年度 平成２０年度

■乳幼児医療費
　平成２０年度　　医療費　138,576,950円　 　事務費　6,657,714円
　平成１９年度   　   〃     131,915,658円　 　   〃      7,089,326円
■ひとり親家庭等医療費
　平成２０年度　　医療費　 21,406,020円　　 事務費　   870,570円
　平成１９年度  　    〃      20,113,243円　  　 〃          880,115円
■児玉郡市内の医療機関での窓口払いを廃止することにより、事務処理等の軽減が図ら
れました。

自 負担額 入院 , 外来 月 ,

３．助成額の適正化対策
　高額療養費決定通知等の確認により、支給決定するとともに、受給資格者台帳により無
資格受給者や重複請求等を調査し支出の適正化に努めました。

４．事務の軽減
　乳幼児医療費支給事業につきましては、児玉郡市内の医療機関での窓口払いを廃止し
ました。

同左 同左 同左 同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

義務的・準義務的経費などの見直し

② 維持管理運営費の見直し

平　成　20　年　度

取組実績

　準義務的経費とされる維持管理運営費について、その支出内容や効果などを精査しまし
た。
　
　財政課で一括発注している機械警備については、警備内容(巡回点検回数・必要性等）に
ついて施設担当課と情報を共有し、検討しました。長期継続契約等の契約を含め、合理化
が図られるように今後継続的に検討します。
　清掃内容（清掃回数・必要性等）についても、施設担当課と情報を共有し、検討しました。
今後も清掃内容について継続的に見直しを行い、合理化が図られるよう検討していきま
す。
　本庁舎清掃業務については、委託内容の見直しを行った結果、数年前から各事務室で排
出するごみの収集を職員が行い歳出の削減を行いました これについては 今後も継続し出するごみの収集を職員が行い歳出の削減を行いました。これについては、今後も継続し
ていきたいと考えています。
　また、１０年以上（児玉総合支所は合併後から）続けている毎週月曜日業務開始前の庁
舎周辺の除草等清掃活動についても、今後も職員の協力を得ながら継続したいと考えてい
ます。

財政効果額
取組効果

　維持管理運営費の見直しにより、準義務的経費が節減できれば、自主性・自立性の高い
財政運営の確立に繋がります。職員による事務室のごみ収集や庁舎周辺の除草等清掃活
動を業務委託した場合には、年間相当な額が必要となり、歳出の節減合理化に繋がってい
ます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

管理方法、管理
運営費の把握・
分析

管理方法・契約
などの見直し

※収集した情報
は全庁で共有

財政課 シートＮｏ．

同左

※同左

同左

※同左

同左

※同左

主担当課 49
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目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　20　年　度

取組実績

[建設課]
・道路照明灯の灯具の修繕時に４００Ｗを２２０Ｗに替え電気料の縮減に努めました。
・敷き砂利において現場発生品を利用しコスト縮減に努めました。
[都市計画課]
　公園新設工事や区画整理事業における工事を発注するにあたり、リサイクル製品（再生砕石等）を
利用し、コスト縮減に努めました。また、同等規格品の比較検討により経費縮減に努めました。
[建築開発課]
　建築工事コストの縮減には日頃より努めていますが、さらなるコスト縮減を図るため次のような取り
組みを行いました。
・現場で発生する残土を再利用し、運搬費、処理費及び埋め戻し材の購入費等を抑制しました。
・児玉中学校校舎改築工事（Ⅰ期工事）において、基礎部の埋め戻しに現場発生土の再利用をしまし
た。
・低コストで、品質の保証がされる建築資材を利用しました。
・設計において特注品でなく、標準品を使用することにより、建築費のコスト縮減を図りました。

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

公共工事などのコスト縮減

① 公共工事のコスト縮減

主担当課 都市整備部各課・検査室 シートＮｏ． 50

同左 同左 同左

財政効果額
取組効果

　現在の公共工事の方法を最善とせず、更に研究・実施していくことにより、公共工事のコ
スト縮減が図られるとともに、歳出の節減合理化が進み、自主性・自立性の高い財政運営
の確立に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

現在の方法を最
善とせず、更に
研究・実施してい
きます。

同左

設計において特注品でなく、標準品を使用することにより、建築費のコスト縮減を図りました。
[下水道課]
　埼玉県下水道事業積算施工検討委員会との連携により、公共事業の建設コスト縮減等について取
り組みました。
[検査室]
　監督職員を対象に研修会等を開催し、工事担当課間の情報交換はもとより、一層のコスト縮減方法
の技術習得を励行しました。研修会の内容としては、平成２０年８月１９日に市庁舎５０３会議室にお
いて、監督職員１４名が参加し、工事監督に関する統一的事業等の検討や協議を行いました。
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目標

施策

実施項目

内　　容

平　成　20　年　度

取組実績

　工事関係については、入札制度の透明性・競争性・公平性の一層の向上を図るとともに、
地域産業の育成を確保することを目的として、平成１９年度から制限付き一般競争入札を
実施しています。制限付き一般競争入札とは、全国知事会が示した指針や埼玉県市長会
よる共同宣言に基づき、参加できる企業の地域要件を市が定めて行う一般競争入札です。
設計金額５，０００万円以上の土木工事、１億円以上の建設工事、２，５００万円以上のその
他の工事を対象としており、平成２０年度は８件実施しました。
　その中において、価格と品質で総合的に優れた調達を実現するため、「公共工事の品質
確保の促進に関する法律」に位置づけられた総合評価方式による一般競争入札を４件実
施しました。
　また、平成２１年度からの電子入札導入による契約について、平成２１年１０月からの完
全実施に向け、庁内組織である「本庄市工事関係契約制度検討委員会」で引き続き検討を

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

契約方法の見直し

① 契約方法の見直し

財政効果額
取組効果

　一般競争入札・総合評価方式の入札の実施により、透明性・競争性・公平性の高い入札
が実施されています。また、他の業務委託や物品購入等の契約についても入札を実施して
いくことにより、透明性･競争性・公平性の高い契約が期待され、歳出の節減合理化が図ら
れ、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

契約方法の調整

主担当課 51

契約基準の検討 契約基準の作成 契約基準に基づ
いた契約の推進

同左

財政課 シートＮｏ．

全実施に向け、庁内組織である 本庄市 事関係契約制度検討委員会」で引き続き検討を
行っていきます。
　設計や測量等の業務委託については、１００万円以上のものは入札によっています。それ
以外の業務委託や物品購入についても、本庄市契約規則に定められている随意契約によ
ることができる予定価格を超えるものについては、入札を実施するよう見直し、競争性・公
平性を確保しました。

平成２３年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

補助金、交付金、負担金の見直し

① 「補助金等の適正化に関する基本方針」の徹底

平　成　２０　年　度

取組実績

  企画財政部長を委員長とする「補助金等適正化委員会」（部管理担当課長８人）におい
て、各課より判定依頼のあった補助金等に対し、「補助金等の適正化に関する基本方針」
及び「補助金等の適正化に関する事務処理要領」等に則しているか、各所管課にヒアリン
グを行い適正化判定を実施しました。
　

＜判定委員会に附されたもの＞
　　６月９日（３本）、６月１３日（１本）、７月１日（１本）、８月８日（３本）、１０月２９日（４本）、
　１２月１０日（１本）、１月１９日（１本）、３月３日（２本）、３月２７日（１本）、３月３１日（１本）月 日（ 本）、 月 日（ 本）、 月 日（ 本）、 月 日（ 本）、 月 日（ 本）

　内訳は、新規７本、継続２本、変更９本。

財政効果額
取組効果

　補助金等適正化委員会において、１８本の補助金を対象に、公益性、公平性及び適切性
等について適正化判定を実施することができました。また、このことにより目的の達成度合
や補助効果等をはじめとする客観的な現況に基づいて方針等を決定することができまし
た。うち、適正と判定されたもの１６本（うち４本附帯条件有り）、不適正１本、必要性は認め
るが内容に精査が必要とされたものが１本、と判定されました。

平成２３年度

職員に基本方針
の周知徹底を図
り、運用を行う。

同左 同左 同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 52

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

1,626,100

2,186,800

0

0

0

起債額（千円）

2,731,432

住宅資金貸付事業 33,427

一般会計

公共下水道事業

0

150,800

0

集落排水事業

310 496

小島西土地区画整理事業 81,550

児玉南土地区画整理事業 98,263

元本償還額（千円）

2,037,862

朝日町土地区画整理事業 56,025

19,211

水道事業

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

歳出の節減合理化

市債の見直し

① 市債の見直し

　平成２０年度の起債額の総額は、平成２０年度の元本償還額の総額以内としました。

平　成　２０　年　度

取組実績

合　　計

0

3,963,700

310,496

5,368,266

主担当課 財政課

　事業の進捗により、借入額が元本償還額を上回ってしまった会計がありますが、一般会
計・特別会計全体では、元本償還額の範囲内に借入額を抑え、借入残高を縮減しました。
また、借入にあたっては、合併特例債を積極的に活用しました。
　平成１９年度に引き続き借換を実施しました。今年度は、利率5％以上の借入について、
借換を実施しました。借換総額　２，１１７，１００千円

シートＮｏ． 53

同左公債費の適正な
管理

※借入額、償還
額及び各比率の
上昇の抑制、繰
上げ償還の検討

同左 同左 同左

水道事業

　借入額を元本償還額以内とすることにより、起債残高を縮減しました。高利率の借入につ
いては、借り換え又は繰上償還を実施し、公債費負担の軽減を行いました。
　平成２０年度の借り換えによる利子負担軽減額は、総額で５億６，４０５万１，７６５円となり
ました。平成１９年度の借り換えによる負担軽減額との合算では、１０億５，３９２万１，４６３
円の軽減となりました。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２２年度 平成２３年度平成２１年度

財政効果額
取組効果
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

地方公営企業の健全化（水道事業）

中期経営計画の策定

① 中期経営計画の策定

平　成　20　年　度

取組実績

　水道法第１０条の規定により、水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水
量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚
生労働大臣の認可を受けなければならないとされています。本市では、児玉水道事業及び
群馬県伊勢崎市境島村簡易水道事業を本庄水道に統合することによる給水区域の拡張、
クリプトスポリジウム対策としての浄水方法の変更、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素濃度へ
の対応としての取水地点の変更を主要因として、新たに本庄市水道事業として事業認可を
受ける必要が生じ、平成１９年度に策定した「本庄市水道事業基本計画」に基づき、平成２
０年度に協議を行い平成２１年３月２６日に変更認可を受けました。
中期経営計画（概ね５ヵ年の計画期間）は本庄市総合振興計画 本庄市水道事業基本計　中期経営計画（概ね５ヵ年の計画期間）は本庄市総合振興計画、本庄市水道事業基本計
画との整合性を保ちながら、中期的な視点に立って、より具体的な計画実現に向けたもの
として、平成２１年度から策定に取り組んでいきます。

財政効果額
取組効果

　中期経営計画を策定することにより、計画性と透明性の高いより健全な企業経営を推進
するとともに、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋げます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

本庄市水道事業
事業計画策定

本庄市水道事業
の事業認可申請
の提出

中期財政収支計
画及び設備投資
計画の立案

中期経営計画の
策定及び実施

中期経営計画の
実施

主担当課 水道課 シートＮｏ． 54
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

地方公営企業の健全化（水道事業）

本庄市行政改革大綱実施計画の推進

① 本庄市行政改革大綱実施計画の推進

平　成　20　年　度

取組実績

　平成１９年度に策定した「本庄市水道事業基本計画」では、老朽化した水道施設の改善
等、今後多額の経費が見込まれています。こうした中、経常的にかかる経費の縮減は、水
道料金等の見直しとともに、必要不可欠な課題となっていました。
　経費の縮減面では、収納業務等を民間業者に一括委託することとし、平成２０年９月に委
託業者を決定し、平成２１年２月より委託を開始しました。また、平成２１年度の本庄水道事
業と児玉水道事業の事業統合に合わせ職員数については、組織の見直しを行うことによ
り、５人の削減を行ないました。
　水道加入金については、既に平成１９年６月１日より本庄水道事業及び児玉水道事業で
統一しています。水道料金については、平成２０年５月１４日に本庄市水道事業審議会に統 して ます。水道料金に ては、平成 年 月 日に本庄市水道事業審議会に
「水道料金の統一」について諮問を行い、平成２０年１０月１日に答申があり、平成２０年１２
月議会に上程し、承認を受け、平成２１年４月１日より統一料金となりました。また、手数料
についても統一を行いました。

財政効果額
取組効果

　事業統合による効率化や水道料金等の統一化による公平な市民負担により、水道事業
の健全化を図り、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋げます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

水道利用加入金
及び手数料の統
一、統一水道料
金への改定のた
めの検討

同左 本庄市水道事業
と本庄市児玉水
道事業の事業統
合に伴う統一水
道料金への改定
の実施

同左 同左

主担当課 水道課 シートＮｏ． 55
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

外郭団体等の見直し

外郭団体の組織・運営の見直し

① 市職員の派遣を含めた市の関与基準の策定

平　成　20　年　度

取組実績

　昨年度、外部団体の関与基準の策定方法や関与基準の策定スケジュールについて協議
を行い、社会福祉協議会とシルバー人材センターについては、それぞれの担当課において
の関与基準を策定することと決定しました。福祉課においては、「社会福祉法人　本庄市社
会福祉協議会」への関与について次の通り取り組んでいます。

[取り組みの方向性]
（１）市職員の派遣などの人的な支援の在り方についての検討
（２）補助金等の財政的支援についての検討

[取り組みの状況について]
　市職員の派遣については、平成１９年４月１日付けで派遣職員１名及び平成２０年４月１市職員の派遣に ては、平成 年 月 日付けで派遣職員 名及び平成 年 月
日付けで派遣職員１名の引き上げを実施しています。
　また、具体的に取り組むため、平成２０年１０月に取組目標を修正し、社協から平成１８年
度からの予算書、決算書及び課題等の資料を提出してもらい、経営状況等の資料を作成
し、確認や分析を行いました。今後も、検討課題の整理を引き続き実施し、その検討内容を
議論する組織を社協において設置し、社協独自の取組計画を作成してもらう予定です。

財政効果額
取組効果

　外郭団体への職員派遣体制や財政的支援の見直しを行うことで、団体の自主性が一層
向上し、自主性・自立性の高い財政運営が確立されます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●策定協議会の
設置
●財政状況の把
握・スケジュール
の決定

[修正]    Ｈ20.10
●今後の検討課
題の整理

[修正]    Ｈ20.10
●今後の検討課
題の整理
●社協による検
討組織の設置

[修正]    Ｈ20.10
●社協独自の取
組計画を策定

[修正]    Ｈ20.10
●計画に基づい
た取り組みの実
施

主担当課 福祉課 シートＮｏ． 56
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目標

施策

実施項目

内　　容

取組実績

　平成２０年度には、「社団法人　本庄市シルバー人材センターの見直しについて（案）」を
作成し、この内容に沿って経営改善に着手するようシルバー人材センターに指示しました。
　シルバー人材センターでは、これを受けて平成２１年３月に開催された総会において、経
営改善計画を決定しました。取組目標を具体的なものに修正しました。
　なお、センターに指示した見直し案の概略は以下のとおりです。

（１）人的関与
　　　　現在の職員派遣を２年以内に廃止し、管理職は市又は民間の定年退職者から年限
　　　を限り採用する。
（２）財政的関与
　　　　①受託収入増加方針の検討
　　　　②職員配置及び職員人件費の見直し
　　　　③支出細目の見直し

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

外郭団体等の見直しについて

① 市職員の派遣を含めた市の関与基準の策定について

平　成　２０　年　度

外郭団体の組織・運営の見直し

主担当課 介護いきがい課 シートＮｏ． 56

●策定協議会の
設置
●財政状況の把
握・スケジュール
の決定

[修正]    Ｈ20.10
●見直し案の策
定
●経営改善計画
の策定
●実施を担保す
る方策の検討

[修正]    Ｈ20.10
●経営改善計画
の実施

[修正]    Ｈ20.10
同左

[修正]    Ｈ20.10
同左

③支出細目の見直し
　　　　④内部留保金の適正化
　　　　⑤現金不足への一時借入金での対応の検討
（３）経営への関与
　　　　理事長を民間から登用することを検討
　その他、改善計画を確実に実行していくための方策を実施していくこととしています。
　市としては存続のための補助金の交付は続けるが、経営改善計画の策定・実施により節
減努力を求め、安定した経営を続けていけるよう適切な関与を続けていくものとします。

財政効果額
取組効果

　平成２０年度は、市の関与基準を含めた見直し案を策定し、経営改善計画の策定を求め
ました。シルバー人材センターの内部において経営改善計画を検討し、できるところから実
施に移していくことで、外郭団体の効率的な運営を促すことが期待され、市においても自主
性、自立性の高い財政運営の確立に繋がります。また、市職員の派遣を含めた関与基準
に基づいた行動をとることにより、市職員の適正な派遣を行うことができ、人件費を有効に
執行できるなど適正な財政運営に寄与します。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

外郭団体等の見直し

外郭団体の組織・運営の見直し

① 市職員の派遣を含めた市の関与基準の策定

平　成　２０　年　度

取組実績

　本庄市土地開発公社については、先行取得している保有土地を市がすべて買戻しできれ
ば、解散に繋がるため、独自に解散に向けて、買戻しを計画的に実施しています。

　平成１９年度に、４億９，９８９万円の市からの買戻しを行い、保有土地の簿価を約２２億
円から１７億円に減少しています。平成２０年度については、平成１９年度に、次年度以後
に予定されていた分も含めて、市が前倒しで行ったため、市による買戻しはありませんでし
た。

　なお、本庄市土地開発公社の経営健全化については、国・県の健全化対策に基づき、長
期保有土地残高の減少に努めるとともに 今後 概ね１０年以内の組織の解散を目指して

財政課 シートＮｏ．主担当課

同左 同左 同左

56

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●策定協議会の
設置
●財政状況の把
握・スケジュール
の決定

土地開発公社保
有土地の計画的
な買戻し

財政効果額
取組効果

　本庄市土地開発公社による土地取得の原資は、全て金融機関からの借入金のため、市
による買戻しにより保有土地が減少すれば、それだけ借入金に対する利息の支払額が減
少し、保有土地の早期処分により、自主性・自立性の高い財政運営の確立に繋がります。
また、公社の早期解散により、市の職員の公社への派遣を解消でき、人件費を有効に執行
できるなど適正な財政運営に寄与します。

期保有土地残高の減少に努めるとともに、今後、概ね１０年以内の組織の解散を目指して
います。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

外郭団体等の見直し

外郭団体の組織・運営の見直し

① 市職員の派遣を含めた市の関与基準の策定

平　成　２０　年　度

取組実績

　平成２０年５月２０日開催の本庄市文化協会理事会において、「本庄市文化協会の解散
について」が議論され、解散の同意が得られました。したがって、市の関与基準を策定する
までもなく、法人の解散に向けて、事務を執り行うこととなりました。

　平成２０年９月２４日埼玉県に財団法人本庄市文化協会の解散の申請をし、平成２０年１
１月５日解散が承認された。その後、平成２０年１１月６日から清算事務を行い平成２１年３
月３１日をもって財団法人本庄市文化協会は結了しました月３１日をもって財団法人本庄市文化協会は結了しました。

財政効果額
取組効果

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●策定協議会の
設置
●財政状況の把
握・スケジュール
の決定

法人の解散

主担当課 生涯学習課 シートＮｏ． 56

- 95 -



目標

施策

実施項目

内　　容 ① 外部団体事務への職員の従事体制の見直し

平　成　２０　年　度

取組実績

　団体に対する行政の関与のうち、補助金等の金銭的関与については「補助金等の適正
化に関する基本方針」に基づき見直しされています。一方、団体事務局の事務などの人的
関与について現状を把握する必要があります。
　そのため、１０月に各課を対象に以下の調査を実施しました。
●目的
（１）行政の関与の適正化を実施することで、団体の自主的運営を促し、より良い団体活動
に繋げます。
（２）市職員の業務量を軽減し、その余剰分を優先度の高い業務に振り向けることにより、
行政サービス向上に繋げます。
●対象
　次にあげる（１）～（４）に該当する団体を除いた団体
（１）行政のみで組織された団体
　　　例）○○期成同盟会、○○協議会など
（２）市職員が運営や活動などに対して 全く人的関与をしていない団体

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

自主性・自立性の高い財政運営の確立

外郭団体等の見直し

外部団体事務への職員の従事体制の見直し

主担当課 企画課 シートＮｏ． 57

［修正］　　　H２１．４
同左

※同左

［修正］　　　H２１．４
●外部団体への関与
方針の実施

［修正］　　　H２１．４
同左

財政効果額
取組効果

　外部団体事務への職員の従事体制の見直しを行なうことで、団体の自主性が一層向上
し、市職員が必要な部分に対してのみ人的関与を行なうことにより、自主性・自立性の高い
財政運営の確立に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●外部団体に関する
調査
●外部団体への関与
方針の策定、実施
※団体職員の育成、
従事体制移行時期の
決定など

●外部団体に関する
調査
●外部団体への関与
方針の策定、実施
※団体職員の育成、
従事体制移行時期の
決定など

（２）市職員が運営や活動などに対して、全く人的関与をしていない団体
（３）本庄市公益法人等への職員の派遣等に関する条例で定めた団体
　　（本庄市シルバー人材センター、本庄市社会福祉協議会など）
（４）本庄市の附属機関
●調査内容
　団体設立の経緯、団体の活動目的、活動内容、団体設置の法的根拠（ある場合）及び団
体に関する市職員の関与状況
　今年度は、調査の実施のみで関与方針の策定・実施には至りませんでした。そのため、
平成２１年度以降の取組目標を修正しました。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

組織・機構の見直し

組織機構のスリム化

① 組織機構のスリム化

平　成　２０　年　度

取組実績

　「組織のスリム化」については、地方自治法第２条第１５項において「地方公共団体は、常
にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその
規模の適正化を図らなければならない」と規定し、「組織及び運営の合理化」と「その規模
の適正化」についての基本原則を定めています。また、同法第１５８条第２項では「普通地
方公共団体の長は、内部組織の編成にあたっては、普通地方公共団体の事務及び事業の
運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない」と規定し、長の内部
組織の編成について定めています。
　
　９月４日に全部課長を対象に「平成２１年度組織編成に向けた調査」を実施しました。この
調査では、現行の課題を把握し、どのような組織を設けるべきか、事務分掌をどのようにす
べきかなど、新体制の土台をつくる仕上げの年である合併後３年目にあたり、各部課長か
ら意見を聴取しました。さらに、それらの意見を踏まえて、１０月１６日から１１月１６日に全
部課長を対象にヒアリングを実施しました。

　平成２１年２月に「平成２１年組織編成方針」を策定しました。これによりまして、「組織の
スリム化」に向けた取り組みとしては、４１課相当が４０課相当に１課がスリム化できました。
なお、係については、９係相当が廃止しましたが、９係相当が新設されましたので、増減な
しでした。

　「定員適正化計画」では、平成２１年度の目標値５６３人のところ、実定員は５３９人（対目
標値▲２４人）となり、年次目標値を達成しました。

財政効果額
取組効果

　　　　　　平成２０年度　　　　　　　　平成２１年度　　　　　　　　　　　スリム化数
組織数　 　１０部相当　　　　　　 　　　１０部相当　　　　　　　　　　 　　　－
　　　　　 　 ４１課相当　　　　　　 　　　４０課相当　　　　　　　　　　　  １課相当
　　　　　  １１４係相当　　　　　 　　　１１４係相当　　　　　　　　　　 　　　－

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●計画的にスリ
ム化を進めるた
めの方針(組織編
成方針)を策定
●定員適正化計
画の年次目標達
成

●組織編成方針
の実施
●定員適正化計
画の年次目標達
成

同左 同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 58
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

組織・機構の見直し

庁内分権の推進

① 庁内分権の推進

平　成　２０　年　度

取組実績

　「庁内分権」とは、既に決められている職務権限を下位職位に委譲することにより、意思
決定の迅速化や責任所在の明確化を図るものです。多くの地方公共団体で「庁内分権」が
進められています。

　庁内分権の代表的な取組として、「本庄市経営戦略会議」の設置が挙げられます。この会
議は、平成１９年度から設置されました。市長が主宰し、副市長・教育長・各部長で構成さ
れ、行政の一層の効率化と財政の健全化を戦略的にかつ迅速に推進するものです。
　従前では、市長・副市長等によるヒアリングにより、予算の調製がなされていましたが、こ
の会議が主体となって予算編成方針や部局別枠配分額を決定し、その後に予算調製を実
施しました。平成２０年度においても、同様の取り組みを行いました。

庁内分権の新たな取組としては 「告示」の権限委譲を行いました 従前では 「軽易な告　庁内分権の新たな取組としては、「告示」の権限委譲を行いました。従前では、「軽易な告
示」に限って、その意思決定権限を副市長に委ねていましたが、平成２０年度から「軽易な
告示」を所管部長に、「重要な告示」を副市長に意思決定権限を委譲して、意思決定の迅
速化と責任所在の明確化を図りました。（「特に重要な告示」については、従前から市長に
意思決定権限があります。）

財政効果額
取組効果

　庁内分権が進展することにより、意思決定の迅速化と責任所在の明確化が進みます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●作業部会の設
置
●庁内分権指針
の検討・一部策
定

庁内分権の調査
研究

同左 同左 同左

主担当課 企画課 シートＮｏ． 59
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目標

施策

実施項目

内　　容

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

職員数 ５８８（基準） 579 571 563 550 541

増減率 ▲1 53% ▲2 89% ▲4 25% ▲6 46% ▲7 99%

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

職員の定員管理の適正化

① 定員適正化計画の策定・推進

平　成　20　年　度

取組実績

　
　事務事業の見直し、民間委託等の推進、組織機構の簡素合理化などの徹底を図り、最少
の職員数で最大の効果が上げられるよう５年間の数値目標を掲げた「定員適正化計画」を
平成２０年３月に策定しました。
　その計画では５年間で４７名（７．９９％）の人員削減を目標としています。計画と実績は以
下のとおりです。平成２1年度当初において、既に２３年度の計画職員数を下回っています
が、今年度も適正な職員の定員管理の推進に取り組んでいます。また、今後の推進には、
抜本的な組織及び事務事業の見直しが必要となります。

年次計画

計　画
増減率 ― ▲1.53% ▲2.89% ▲4.25% ▲6.46% ▲7.99%

職員数 ５８８（基準） 579 561 539

年度末退職者数 ― 14 36 33

当年度新規採用 ― 6 19 11

増減率 ― ▲1.53% ▲4.59% ▲8.33%

財政効果額
取組効果

・事務事業の見直しや民間委託を推進しながら、職員の定員管理を適正に行うことで、
　健全な組織運営が図られるとともに、大きな財政効果を生んでいます。
・平成２０年と比較して職員数は２２名減少し、平成２３年度の計画職員数を下回り、
　「定員適正化計画」の最終年度(２３年度)の目標値を下回りました。
　　[財政効果額]
　　　　職員平均給与額６，６６９，０００円×２２名＝１４６，７１８，０００円

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

定員適正化計画
の策定

計画に基づく定
員管理の推進

同左 同左 同左

主担当課 行政管理課・企画課 シートＮｏ． 60

実　績
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

職員の定員管理の適正化

② 勧奨退職制度の推進

平　成　20　年　度

取組実績

○ 勧奨退職取扱要綱に基づき、以下のとおり勧奨退職の希望者を募っています。
　①対象職員：平成２１年３月３１日で年齢５５歳以上又は勤続年数が２５年以上の者
　②申出期限：平成２０年８月１日から９月３０日まで

○ 勧奨退職する職員の特別昇給
　　　 当該職員の勤務成績による号級数のほか４号給を加算して行うことができます。た
　　だし、平成２１年度からは廃止予定です。
○ 退職金の加算特例措置
　　　退職金については、定年までの残り年数に２％を乗じた割合が加算されます。

　［平成２０年度の実績］［平成 年度の実績］
　　　平成２０年度の勧奨退職者は１４名でした。

　[過去実績]
　　　１８年度の勧奨退職者　　　　　　　　６名
　　　１９年度の勧奨退職者　　　　　　　１９名

財政効果額
取組効果

○　勧奨退職者制度による退職者数の増加により、組織の新陳代謝が促進され、
　活力ある組織が形成されます。
○ 定員管理計画との相乗効果により、人件費の削減が図られます。

［勧奨退職による財政効果］
　　平成２０年度における勧奨退職者が定年まで在職していたと仮定した場合の勧奨退職
　者の給料総額は、少なくとも　３億３，５００万円であると試算されます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

勧奨退職取扱要
綱に基づく勧奨
退職制度の推進

同左 同左 同左 同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 60
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

職員の定員管理の適正化

③ 嘱託・臨時職員の活用

平　成　20　年　度

取組実績

 　育児休暇中の職員の代替や繁忙期の事務処理などで臨時職員を活用しています。臨時職員等で
対応可能な業務については、今後も引き続き検討し、積極的に対応していきます。
　 平成２０年１２月３１日現在において、臨時職員等の配置状況は次のとおりです。
　　○総務分野　９人
　　　  ・窓口関連業務（土日受付含む）　６人
　　　  ・育児休業者代替　３人
　　○健康福祉分野　７０人
　　　　・子育て支援に関するアドバイザー　３人
　　　　・児童センター、学童保育室業務の補助　１１人
　　　　・学童保育指導員　１１人
　　　　・保育士　３０人
　　　　・時間外及び土曜保育補助員　８人
　　　　・その他　７人
　　○経済環境分野　１名
　　　  ・データ入力等
○教育文化分野 １１３名　　○教育文化分野　１１３名

　　　　・ふれあいボランティア　２１人
　　　　・教育支援センター指導員　３人
　　　　・さわやか相談室相談員　４人
　　　　・補助教員・学習支援員・通訳　１２人
　　　　・発掘調査作業員　５５人
　　　　・図書館臨時職員　８人
 　　　 ・育児休業者代替　１人
　　　　・その他　９人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（合計１９３人）

財政効果額
取組効果

　臨時職員等を積極的に活用することにより、職員の定員管理の適正化を図るとともに、時
代に即した組織改革に繋げます。
　臨時職員等で対応可能な業務を検討し、対応可能な業務については、積極的に臨時職
員等を活用することにより、人件費を抑制することができます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

臨時職員等の活
用

同左 同左 同左 同左

主担当課 行政管理課・学校教育課・企画課 シートＮｏ． 61
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

人事評価の確立

① 人事評価の確立

平　成　20　年　度

取組実績

　 現在の自治体を取り巻く環境は、高齢化の進展等による財政の逼迫、行政需要の高度
化、多様化などにより大変厳しさを増しています。また、自治体内部においても組織の高齢
化、団塊の世代の大量退職や行政改革による人員の削減、地方分権による事務量の増加
や高度化など、人事管理面でも大きな問題を抱えています。このような状況の中で行政運
営を円滑に行っていくためには、人材の確保や育成が重要となり、今までの年功序列的な
人事制度から「一生懸命仕事をした職員が正当な評価・待遇を得る」人事制度に切替え
て、職員の仕事に対する意識やモチベーションを高めることが必要となります。

　 このような中、地方公務員法の一部改正法案（国会で審議中）では、旧来の職階制に替
わり、職員の任用については人事評価等の能力の実証に基づき行うことと規定され、職員
がその職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績を公正に評価し、処遇する能
力・実績主義の新しい人事管理の手法として、人事評価制度の導入を進めることとしていま
す。

　この法案は、平成１９年５月２９日に提出されたもので、現在開会中の第１７１回国会で引
き続き審議されています。法案の内容は、既に把握していますが、議決の状況がどのよう
になっていくのか注視していきます。法律が公布されたとしても、「人事評価」に関する詳細
な制度設計については、未定のため、総務省のうごきや埼玉県あるいは県内他市のうごき
なども注視し、十分な調査・研究が必要となります。したがって、十分な調査・研究の時間を
確保したいので、国の動向を見ながら当面は平成２０年１０月修正した取組目標に基づい
て実施する予定です。

財政効果額
取組効果

　人事評価を確立し、適正な執行をすることにより、適正な人事管理に繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

人事評価制度に
ついて検討

人事評価制度の
検討

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
人事評価制度の
確立

[修正]　　H20.10
人事評価制度の
試行

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 62
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

人事評価の確立

② 昇任試験制度の導入

平　成　20　年　度

取組実績

　今年度は、課長級昇任試験と課長補佐級昇任試験を実施しました。当初は、昨年度と同
様に課長級昇任試験のみを予定していましたが、実施時期を早め、課長補佐級昇任試験
についても実施しました。また、係長級昇任試験については、実施に向けて引き続き検討し
ていきます。したがって、平成２０年度以降の取組目標を修正しました。

＜平成２０年度本庄市職員昇任試験実施要項＞
　 ○目　的
　　　職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、人事管理を公平
　　　かつ客観的に行うため
　 ○試験の区分及び受験資格
　　　①課長相当職昇任試験
　　　　 平成２０年４月１日現在において、給料表の５級の職務（課長補佐相当職）の級に
　　　　 ４年以上在級する職員及び５４歳以上で課長補佐の職にある職員
②課長補佐相当職昇任試験　　  ②課長補佐相当職昇任試験

　　　　 平成２０年４月１日現在において給料表の４級６４号給以上又は５０歳以上で４級に
　　　　　在級の職員
　 ○試験内容及び実施日時
　　　①課長相当職昇任試験
　　　　 筆記、論文及び面接試験を平成２１年１月２４日に実施
　　　②課長補佐相当職昇任試験
　　　　 筆記、論文及び面接試験を平成２１年１月１７日に実施

＜平成２０年度本庄市職員昇任試験結果＞
　○課長相当職昇任試験　　　　　　　受験者　１５人　昇任者　９名
　○課長補佐相当職昇任試験　　　　受験者　３２人　昇任者１１名

財政効果額
取組効果

　職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、公平かつ客観的な人事
管理に繋がります。年功序列型の人事制度の弊害が解消されるとともに、職員の意識改革
が進み、モチベーションが上がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●係長級昇任試
験及び課長補佐
級昇任試験の実
施
●課長級昇任試
験の実施

[修正]　　H20.10
●課長級及び課
長補佐級昇任試
験の実施
●係長級昇任試
験の検討

[修正]　　H20.10
●課長級・課長
補佐級・係長級
昇任試験の実施

[修正]　　H20.10
同左

[修正]　　H20.10
同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 62
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

人事評価の確立

③ 希望降格制度の適切な運用

平　成　20　年　度

取組実績

  本庄市職員希望降格制度実施要綱に基づき運用しました。

○対象職員　　課長補佐級以上の職員のうち
　①　課せられた職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者
　②　家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
　③　その他その職責を果たすことが不可能であると感じる者

○申出方法　　原則１月３１日までに申出書を所属長を経由して任命権者に提出

○承認・効果
　任命権者は、降格の適否を判定し、承認した場合は、承認の日以降の最初の４月１日に
当該職員の適用される給料表の１級又は２級下位の職務の級に降格させます当該職員の適用される給料表の１級又は２級下位の職務の級に降格させます。

　【平成２０年度実績】
　　　希望降格制度の申出者は、１人でした。

【内容】「希望降格制度の推進」を「希望降格制度の適切な運用」に修正しました。

財政効果額
取組効果

　希望降格者制度により、降格者が出現することによって、適正な人事管理に繋がるととも
に、時代に即した人材育成が進みます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

希望降格制度の
実施

同左 同左 同左 同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 63
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

給料・手当・報酬の見直し

① 給料・手当の見直し

平　成　20　年　度

取組実績

＜ 給  料 ＞
　平成２０年度は人事院勧告がありませんでした。
　このため、給与改定はありません。
　○ ラスパイレス指数　平成１９年度 ９８．７　（平成１８年度 ９８．０）

＜手当＞
　平成２０年度に改定になったものはありません。
　現在、ほとんど国に準じたものとなっています。主なものは、次のとおりです。
　①期末・勤勉手当　　年間４．５月分
　②地域手当　　給料、扶養手当、管理職手当の合計額に次の割合を乗じた額を支給
　　　　平成１８年１月１０日～３月３１日　　　　　　　　８％
　　　　平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日　　 ７％平成 年 月 日 平成 年 月 日
     　 平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日　　 ６％
　　　　平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日  　 ５％
　　　　平成２２年４月１日～　　　　　　　　　　　　　　　０％
　③管理職手当　　職名により８～１２％を支給
　④扶養手当　　配偶者13,000円、子等6,000円（３人目から5,000円）
　⑤その他　　特殊勤務手当、時間外勤務手当、住居手当、通勤手当

財政効果額
取組効果

＜地域手当決算額＞
　○平成１８年度決算額　　　　　　　　　173,513,000円
　○平成１９年度決算額　　　　　　　　　146,399,000円
　○平成２０年度決算見込み額 　　 　 121,799,000円

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

国の制度改正に
伴う給料等の見
直し

同左 同左 同左 同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 64
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

給料・手当・報酬の見直し

② 報酬の見直し

平　成　20　年　度

取組実績
　社会経済情勢を注視し、必要に応じて特別職報酬審議会を開催すべく情報の収集を行い
ました。

財政効果額
取組効果

　現状においては、他市町村の状況と比較しても、適正な報酬額を維持していると判断され
ます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

報酬の検討

※必要に応じ、
特別職報酬等審
議会を開催

同左

※同左

同左

※同左

同左

※同左

同左

※同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 64
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

適正な人事管理

給料・手当・報酬の見直し

③ 市長などの期末手当減額の継続

平　成　20　年　度

取組実績

[市長・副市長・教育長の給料の減額]

　本庄市の財政状況を鑑みて、「本庄市長等の給料及び期末手当の額の特例に関する条
例」を制定し、平成１８年４月１日から市長の給料を１０％減額しています。
　さらに、平成１９年４月１日から副市長と教育長の給料を５％減額しています。

[市長・副市長・教育長の期末手当の減額]

　本庄市の財政状況を鑑みて、「本庄市長等の給料及び期末手当の額の特例に関する条

平成２２年度 平成２３年度

本庄市の財政状況を鑑みて、 本庄市長等の給料及び期末手当の額の特例に関する条
例」を制定し、平成１８年４月１日から市長の期末手当を２０％、副市長と教育長の期末手
当を１０％減額しています。

◎平成２１年市議会第１回定例会において「本庄市長等の給料及び期末手当の額の特例
に関する条例」の施行期間を１年間延長し、平成２２年３月３１日までとしました。

同左

※同左

同左

※同左

同左

※同左

財政効果額
取組効果

[給料の財政効果額]　　　　　　　　　　　　　　　　　　[期末手当の財政効果額]
　　市長　　　89,000円×12月＝1,068,000円　　　　　　　950,520円
　　副市長　 37,800円×12月＝  453,600円　　　　　　　403,704円
　  教育長　 34,850円×12月＝  418,200円　　　　　　　372,198円
      　　　　　　　　　  　合計　　　1,939,800円　　　　　  1,726,422円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合計　3,666,222円

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 65

●給料　市長10%
減
●期末手当　市
長　20%、副市
長・教育長10%減
※市長などの給
与減額の検討

同左

※同左
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

職員の意識改革と人材育成

人材育成の推進

① 人材育成計画システムの構築

平　成　20　年　度

取組実績

＜本庄市人材育成基本方針＞

　財政状況が大変厳しい中、今後、住民ニーズはさらに多様化・高度化することが予想され
ますが、限られた予算、限られた人員でも質の高い行政サービスを継続的に提供すること
が行政の責務であることから、これからは人材の育成がますます重要となってきます。この
ようなことから本庄市では、平成１９年４月に「本庄市人材育成基本方針」を策定し、次の方
策に基づき人材育成に取り組みました。

[職員研修の充実]
　 本庄市職員研修計画に基づき、経験年数等に応じて必要となる基本研修の充実を図り
ました。また、自主参加型研修や講師養成研修への積極的な参加を促しました。
[人事管理制度の整備]
　 職員のやる気を引き出し、自らの能力を継続的に発揮できるよう、人事管理制度の整備職員のやる気を引き出し、自らの能力を継続的に発揮できるよう、人事管理制度の整備
を図りました。
・自己申告制度の充実
　職員の能力・意欲・適正等を把握するため、全職員を対象に自己申告制度を実施しまし
た。これにより、適材適所への職員配置に繋げています。
・職員採用試験における年齢制限の引上げ
　組織の活性化を図る一つの手段として、様々な知識や経験を持った人材を確保するた
め、職員採用試験における年齢制限を２６歳以下から３０歳以下に引上げました。

財政効果額
取組効果

○自己申告制度実施状況
　自己申告書の提出者数　　平成１８年度　対象職員数　５９５名　提出者数　５１１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度　対象職員数　５７８名　提出者数　４８８名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年度　対象職員数　５５９名　提出者数　４８７名
○職員採用試験実施状況
　平成１８年度採用試験　申込者数　９３名　受験者数　８２名　採用者数　６名
　平成１９年度採用試験　申込者数１９６名　受験者数１５２名　採用者数１９名
　平成２０年度採用試験　申込者数１７２名　受験者数１３２名　採用者数１１名

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

人材育成基本方
針に基づく人材
育成の推進

同左 同左 同左 同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 66
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

職員の意識改革と人材育成

人材育成の推進

② 職員研修などの充実

平　成　20　年　度

取組実績

○各職位に求められる具体的な知識や能力を習得させ、職務上必要とされる「基本的能
力」の習得を図っています。
○職員の自主性と主体性を尊重しながら、複雑化・高度化する行政サービスに、幅広く、柔
軟に対応できる「専門的能力」の習得を図っています。

＜平成２０年度職員研修実績＞
　・ 児玉郡市広域市町村圏組合で実施した研修　 基本研修：　１２０名　　 専門研修：４８名
　・ 彩の国さいたま人づくり広域連合               　 階層別研修： １０名　   選択研修：　３名
　・ 埼玉県技術管理課主催 　　　　　　　　　　　　　　土木技術職員研修等 　　              ８名
　・ 全国建設研修センター　　　　　                      行政研修　　　　　　　　　　              １名
　・ 市町村アカデミー　　　　　　　　                       専門実務研修             　　　　　　　 ２名
　・ 早稲田大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策立案研修　　　　　　　　　　　　 １２名早稲田大学 政策立案研修 名

○職場内研修を充実させるため、講師の養成を行っています。
　・ 彩の国さいたま人づくり広域連合　　　　　　　　　　講師養成研修等　　　　　　　　　　１名

○職員の専門知識の習得や幅広い視野の養成を図る機会として、彩の国人づくり広域連
合が主催する民間企業派遣研修への積極的な参加を呼びかけています。

財政効果額
取組効果

　意欲のある職員の能力向上を積極的に推進することにより、質の高い行政サービスが提
供できるとともに、職員の意識改革にも繋がります。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

職員研修計画に
基づく研修の充
実

同左 同左

※新たな職員研
修計画の策定

同左 同左

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 66
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目標

施策

実施項目

内　　容 ① 職員提案制度などの推進

平　成　２０　年　度

取組実績

　業務の改善､能率の向上及び市政の改善等を図るとともに、職員の自己学習､自己啓発
を促進するために職員提案制度を設けています。審査は、以下の流れで行っています。
　①提案受付
　②提案内容の所管課に提案に対する意見依頼
　③１次審査（13名）・・・書面による採点、総合評価
　④２次審査（6名）・・・１次審査を基に委員会開催による総合評価
　⑤市長による採否決定
　⑥審査結果の庁内での公表
　グループウエアに「提案BOX」という機能を設け、職員提案の提出、過去の提案の閲覧な
どを一元的に行うことができるようになっており、職員提案は、そこで随時受け付けていま
す。また、特定テーマとして、新しく策定された総合振興計画の周知方法・活用方法の募集
を行っています。
　平成２０年度審査された提案は５件であり、目標の１０件は達成できませんでした。職員
提案制度を使用しなくても 各職場内で積極的に業務の改善が行われており 提案内容は

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

職員の意識改革と人材育成

職員の意欲向上推進

主担当課 企画課 シートＮｏ． 67

●職員提案
受付件数１０件
●職員向けアン
ケートの実施

●職員提案
受付件数１０件
●職員向けアン
ケートの実施

●職員提案
受付件数１０件
●職員向けアン
ケートの実施

財政効果額
取組効果

　職員提案などを推進し、職員の自己学習と自己啓発の促進、仕事に対する意欲の向上と
意識改革を図ることにより、人材育成を推し進めました。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

●職員提案
受付件数１７件
●職員向けアン
ケートの実施

●職員提案
受付件数１０件
●職員向けアン
ケートの実施

提案制度を使用しなくても、各職場内で積極的に業務の改善が行われており、提案内容は
全庁的な事務改善など、範囲が限られてくることがその理由であるとともに、職員提案制度
の課題となっています。
　一方、職員向けアンケートの実施は、平成１８年度に市役所本庁舎１階の旧喫茶スペー
スの有効利用方法について行われましたが、今年度は行われませんでした。
　アンケート調査は、市政を進める上での良いアイデアになるとともに、職員が市政の改善
について考えるきっかけや習慣付けという面で有効であるため、今後も必要に応じてアン
ケート調査を行なっていきます。
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目標

施策

実施項目

内　　容

本庄市行政改革大綱  実施計画  進捗状況表

時代に即した組織改革と人材育成

職員の意識改革と人材育成

職員の意欲向上推進

② 職員の健康管理体制の充実

平　成　20　年　度

取組実績

＜職員健康相談＞
・毎月1回（第3水曜日）午後1時30分から1時間、産業医による職員を対象とした健康相談を
実施しています。健康相談日についてはグループウエアを利用して職員に周知していま
す。しかし、利用する職員が少ないので、実施方法等について検討していきます。

　また、業務の多様化・複雑化に伴い、職員は仕事の重圧やストレスにさらされており、精
神面での健康管理がますます重要になっていることから、メンタルヘルスの充実を検討して
いきます。
　当面の対応としては、共済組合の事業である「カウンセリング助成」制度を周知を図り、制
度の活用を促しています。

＜職員健康診断＞
・毎年、全職員を対象に実施しています。
・平成２０年度から「メタボリック・シンドローム」に関連する検査項目を追加しました。
・平成２０年度は、３７５名が職員健康診断を受診しており、診断結果「C：要医療」２１３名に
対して通院を促し、結果報告を求めたところ６７名が受診しました。

財政効果額
取組効果

　職員が普段から健康管理に注意を払うことにより、貴重な資源としての人材の有効活用
が図れます。

取組目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

主担当課 行政管理課 シートＮｏ． 67

健康相談及び健
康診断の充実

同左 同左 同左 同左
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